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午前９時３０分開会 

○委員長（徳並伍朗君） 只今より予算審査特別委員会を開催いたします。委員の皆

様はじめ執行部の皆様には円滑な委員会運営にご協力を賜りますようお願いを申し

上げます。また、秋山議長、河村副議長にはオブザーバーとしてご協力をよろしく

お願いをいたします。 

それでは先の本会議におきまして本委員会に付託されました議案１３件につきま

して審査をしたいと思います。なお審査の日程でございますが、本日は一般会計予

算の審査、３月１０日は予備日、３月１１日は全特別会計、水道事業会計、病院等

事業会計、公共下水道事業会計の審査、３月１２日を予備日として４日間で会計ご

とに審査を進めてまいりたいと思います。また、一般会計、特別会計、企業会計の

予算説明、質疑が全て終了したのち村田市長に出席を願い総括審議をいたします。

それでは本日の審査の進め方でございますが、一般会計予算の説明にあたっては、

歳出の款ごとの審査といたしますが、歳出は主要事業、新規事業を、またその歳出

に関連する歳入についてのご説明をいただきたいと思います。款によっては所管部

局が多数となるためそれぞれの部局からの説明をよろしくお願いをいたします。そ

れでは副市長さんご報告等ございませんか。 

○副市長（林 繁美君） ございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（徳並伍朗君） 議長さん。ご報告等ございませんか。 

○議長（秋山哲朗君） ございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（徳並伍朗君） 各委員さん。ご報告等はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（徳並伍朗君） それではこれより審査を始めます。議案第１１号平成２１

年度美祢市一般会計予算を審査いたします。最初に財政課長より総括説明を求めま

す。羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） それでは、私の方から予算の概要につきまして説

明をさせていただきます。事前にお配りをいたしております平成２１年度予算の概

要、カラー刷りの冊子でございます。それでは、平成２１年度の予算の概要につき

まして、ご説明させていただきます。まず、資料の２ページをお開きいただきたい

と思います。美祢市の予算の規模ということでございまして、平成２１年度は予算

規模といたしまして、一般会計１５７億３，７００万円、対前年比にいたしまし

て、０．６％の減となっております。山口県の伸び率といたしましては、０．６％
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の増額となっております。また、地方財政計画におきます伸び率が△１．０％とい

う状況になっております。また、国におきましては、６．６％の増という状況にな

っております。それでは、資料の４ページをお開きいただきたいと思います。先程

申し上げましたように、一般会計１５７億３，７００万円の歳入の内訳でございま

す。市税から２１番の市債までございます。大きいものでちょっとご説明させてい

ただきたいと思います。構成比の一番高い地方交付税でございますが、構成比で４

４％の構成比でございます。対前年比８，０００万円の増額となっております。ま

た、この交付税につきましては資料の７ページをお開きいただきたいと思います。

地方交付税等の内訳ということで、ここに普通交付税、特別交付税、２１年度２０

年度の当初予算の比較でございます。普通交付税につきましては、５，０００万円

の増額と見込んでおります。また、特別交付税におきましては、３，０００万円の

増額を見込んでおります。また、ここに地方交付税全体では８，０００万円の増額

の見込みでございます。臨時財政対策債ということで、２億４，１５０万円の増額

を見込んでおります。これは地方交付税等の内訳でございます。また、ちょっと戻

っていただきまして、４ページをお開きいただきたいと思います。市税の関係でご

ざいますが、対前年比３．６％の減額となっております。この内訳といたしまし

て、６ページをお開きいただきたいと思います。市税の内訳ということで平成２１

年度２０年度当初予算ベース、また平成２０年度の最終予算ベースのそれぞれの比

較がここに表でお示しをいたしております。全体では、当初予算ベースでいきます

と、３．６％の減となっております。この大きい要因といいますのは、景気の低迷

によります減額と固定資産税等の評価外によります土地の下落、また法人税等につ

きましては、企業の業績の不振等、またタバコ税につきましては、本数の減という

ことで全体では３．６％の減額となっております。４ページにお戻りいただきたい

と思います。それから構成比の高い方といたしまして、県の支出金ということで、

対前年比といたしますと、△１．１％の減となっております。これは、それぞれの

投資的経費の事業費の減額によるものが大きな要因だと思います。それから２１番

の市債でございます。全体では対前年比１７．８％の減となっております。１８番

目の繰入金でございますが、対前年比３．８％の増額となっております。１７ペー

ジでございます。この中には基金の繰入金と特別会計の住宅資金貸付事業の繰入金

が１０４万８，０００円ございまして、全体では４億２，６６８万７，０００円の

計上となっておりますが、その内基金の推移ということで、平成２０年度のこれ
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は、予算ベースの最終３月補正の予算ベースで表しておりますが、基金全体で２５

億８，４７５万６，０００円の２０年度の基金の残でございますが、２１年度ここ

に書いてありますように、積立金あるいは取崩というのを入れまして、最終的に

今、予算ベースでいきますと２１億６，７４６万３，０００円の基金の２１年度の

末の残の見込みでございます。先程申し上げましたように、２１年度の取崩見込み

というのがございますが、４億２，５６３万９，０００円、これが先程申し上げま

した特別会計を入れましたものの中で繰入金といたしまして、計上しております４

億２，６６８万７，０００円の内訳でございます。４ページをお開きいただきたい

と思います。国庫支出金も先程申し上げましたように、増額になっておりますが、

これは大方の事業の導入によります国庫の負担金の支出金の増額でございまして、

対前年比４０．９％の増額となっております。以上が歳入の財源の内訳でございま

す。５ページをお開きいただきたいと思います。５ページにおきましては、先程申

し上げました歳入の一般財源の比率ということで、一般財源、特定財源のそれぞれ

の比率を出しております。一般財源でいきますと比率では７４．９％、特定財源で

は２５．１％ということで、２０年度の財源の比率とほぼ同率の推移でございま

す。それから自主財源の比率ということで、これも歳入の内訳の中の自主財源と依

存財源を示した表でございます。自主財源におきましては、比率でいきますと２

８．６％、依存財源が７１．４％ということで２０年度の表と比較いたしまして、

ほぼ同様の構成比となっております。８ページをお開きいただきたいと思います。

８ページにおきましては、歳出の目的別分類ということで、議会費から予備費まで

ございます。構成比の大きいものを説明させていただきたいと思いますが、民生費

対前年比４．０％の増額となっております。この大きい要因といいますのは、後期

高齢者医療の医療費の増額ということで１億１，３６５万４，０００円の増額、

今、申し上げました、後期高齢者医療費の増によるものが大きい要因だと思ってお

ります。それから２番目といたしまして、公債費でございます。対前年比７．３％

の減となっております。これは公債費のそれぞれ元金及び利息が減額したというこ

とでございまして、対前年比７．３％の減額となっております。それから総務費に

おきましては対前年比８．１％の減ということになっております。これは来年の３

月で完了いたします有線テレビ高度情報化整備事業等の大きい大型事業の完了によ

るものが大きい要因だと思っております。それから衛生費でございますが、対前年

比５．６％の増額となっております。これの大きい要因といたしましては、病院事
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業会計の繰出金等が大きい要因だと思っております。以上が大きい目的別の内容で

ございます。それから９ページをお願いしたいと思います。歳出の中の性質分類表

ということで義務的経費あるいは投資的経費、その他の経費ということで、区分を

いたした表でございます。義務的経費につきましては、対前年比３．２％の減とな

っております。人件費が３．５％の減、扶助費につきましては、４．８％の増、公

債費につきましては７．３％の減というふうになっております。また投資的経費に

つきましては、対前年比１．３％の減となっております。その他経費といたしまし

て、トータルで対前年比３．１％の増となっております。以上が歳出の性質別分類

の状況でございます。それから１０ページ、１１ページは一般会計の予算の節別の

集計表でございます。この辺は、また見ていただきたいと思います。それから１８

ページでございます。これは、市債の残高の推移ということで一般会計で言います

と平成１９年度末が１９３億８，６６８万４，０００円、それから２０年度の市債

の残額が、これは予算ベースになりますけれども１８８億２，２４３万３，０００

円、そして２１年度先程の見込みでは１７７億９，０９７万３，０００円の市債の

残の予定でございます。後は特別会計、企業会計それぞれございます。また１９ペ

ージのほうは公債費の推移ということで、先程ちょっと申し上げましたように、一

般会計からそれぞれの会計を平成２６年度まで予測した公債費の市債の発行と公債

費、市債の残高ということでそれぞれ表にいたしております。それぞれの会計をご

覧いただきますと分かりますように年々公債費の残高も減少の傾向にございます。

今それぞれの会計を表にいたしております。あと表の２３ページでございますが、

これは平成２１年度の重点の事業ということで、またそれぞれの会計の説明の中で

説明をいたしたいと思っております。それから２４ページからは一般会計の使用事

業ということで、それぞれの使用事業ということで６２ページまで記載をいたして

おります。以上が予算の２１年度の概要の説明でございます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 説明が終わりました。これからは一般会計の費目ごとに説

明を求めます。それでは議会費を議題といたします。執行部より説明を求めます。

重村議会事務局長。 

○議会事務局長（重村暢之君） それでは、歳出の予算費目に従い概要をご説明申し

上げます。お手元の予算に関する説明書１２６ページ、１２７ページをご覧いただ

きたいと思います。議会費に今年度の予算額１億８，９４６万１，０００円を計上

しております。右側の説明欄００２議員人件費につきましては、平成２０年度は合
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併後の市議会議員選挙が４月に執行されましたので、報酬は１１箇月分でありまし

たが、平成２１年度は１２箇月分の１億４，５５４万４，０００円を計上しており

ます。００３議会経費の内、普通旅費６２１万３，０００円を計上しております。

前年度と比較をして特別委員会視察旅費等２０６万３，０００円を減額しておりま

す。また、施設整備工事費といたしまして、３００万円計上しております。これは

本議場音響設備の老朽化による改修工事でございます。１枚めくっていただきまし

て、１２９ページ上から４行目会派政務調査費交付金１４０万４，０００円を計上

しております。内訳は１箇月４，５００円の１２箇月２６人分でございます。議会

費につきましては以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 説明が終わりました。それでは質疑を行いたいと思いま

す。質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（徳並伍朗君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。次に総務費を議題と

いたします。田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） それでは、１２８ページ、１２９ページをご覧いただ

きたいと思います。２款、総務費でございます。１項、総務管理費・１目、一般管

理費の右側の説明欄をご覧いただきたいと思います。００１特別職人件費を２，９

４２万１，０００円を計上しております。前年度より３４０万６，０００円増額と

なっておりますが、これは市長の任期が４月２７日、副市長の任期が６月２８日か

らであったことにより、前年度は人件費が満額ではなかったことによるものです。

続きまして、００２一般職員人件費に７億６，４５７万６，０００円を計上してお

ります。一般職員人件費につきましては、ここの一般管理費以外の各費目にも計上

しておりますので、一般会計全体について説明いたします。平成２１年度一般会計

当初予算には全体で３７６人分の人件費を計上しております。前年度と比較しまし

て、１７人減員となっております。定年退職者は前年度と同じ１２人分を退職手当

として計上しております。予算額は一般会計全体で３０億５，４８９万１，０００

円であり、前年度より１億３，５５７万３，０００円の減額となっております。率

にいたしますと４．２％の減となっております。続きまして１３１ページをご覧下

さい。００４総務管理経費に２，７８６万６，０００円を計上しております。この

中の新規事業といたしまして、右側の説明欄の中程でございますが、業務委託料１

５７万５，０００円を計上しております。これは、行政運営の公平性を確保し透明



－8－ 

性を向上させるために、法条例に定められております行政手続制度の対象となる処

分、これは各種許可、認可あるいは各種証明書の交付等でございますが、これらを

すべて洗い出し、その審査基準、標準処理機関、処分基準を明らかにする業務を委

託するものであります。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、１３４ページと１３５ペ

ージをお開き下さい。０１０国際交流推進事業でございます。業務委託料として７

０万円計上しております。この度、中国棗荘市との友好協定を改めて締結すること

にいたしております。棗荘市の方から副市長さんをお迎えする予定にしておりま

す。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 続きまして、同じく１３５ページ、０１１防災対策関

連経費でございます。４８８万３，０００円を計上しております。前年度より６８

３万１，０００円減額となっております。これは前年度は地域防災計画策定業務委

託料、これに５９５万円、それから赤郷交流センターサイレン取替工事に１１５万

５，０００円を計上していたことによるものです。なお、本年度総合防災訓練を９

月上旬に美東町で開催する予定としております。 

○委員長（徳並伍朗君） 古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） １３５ページ０１４電算管理経費でござ

います。これは電算の機器保守委託料、電算システム保守委託料等で１億１，３１

２万５，０００円を計上しております。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、１３６ページと１３７ペ

ージをお開き下さい。０１５合併１周年記念事業でございます。４月４日には合併

１周年記念事業併せて秋芳洞開洞１００周年記念事業を記念式典を行うことといた

しております。ここでは、合併１周年記念事業にかかる経費を計上しております。

合併１周年記念事業、記念式典と併せて記念イベントを開催する予定でございま

す。この記念イベントの経費は２３４ページと２３５ページでございますが、観光

費００２でございます。観光経費ですけれども、秋芳洞開洞１００周年記念イベン

ト委託料として２６２万５，０００円計上いたしております。 

○委員長（徳並伍朗君） 古屋地域情報課長。 
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○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 引き続きまして、１３６ページ、１３７

ページをお開き下さい。１３６ページのところに２の文書広報費１，６０４万２，

０００円を計上しております。これは広報作成経費、ホームページ関連経費でこの

金額を計上させていただいております。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、１４０ページと１４１ペ

ージをお開きいただきます。６企画費でございます。右側のページですけれども、

００１企画経費でございます。１，１２４万円を計上いたしております。これは、

主には総合計画の策定に係る経費でございます。報酬、委員の報酬他併せて、特別

委員、専門部会を開催する特別委員の報奨金、あるいはワークショップを開設する

その委員の報償、それから総合計画の印刷代等を計上いたしております。 

○委員長（徳並伍朗君） 古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） １４１ページをお開きいただきたいと思

います。一番下の００３生活バス路線対策事業でございます。これは、乗合バス支

援事業補助金でございまして、１億５０４万１，０００円計上しております。この

内県の補助金が１，５８７万２，０００円ほどの収入を見込んでおります。１枚め

くっていただきまして、１４２ページ、１４３ページをご覧いただきたいと思いま

す。この中で中ほどにＭＹＴ運営事業費とございます。２億６，９７２万４，００

０円を計上しておりますが、これには特に旧ケーブルテレビのケーブルの撤去費用

１億８，０００万円を含んでおります。それから００８地域情報通信基盤整備推進

事業でございます。３億９，１１６万８，０００円を計上しておりますが、これは

秋芳地域のケーブルテレビの補助金でございます。それから００９地域公共交通活

性化・再生総合事業でございますが、新しいバスの実証運行経費等にかかる協議会

への負担金４６２万５，０００円を計上しております。 

○委員長（徳並伍朗君） 小田村秋芳総合支所長。 

○秋芳総合支所長（小田村治久君） ７目、支所及び出張所費でございます。説明の

００１支所費３，２８９万９，０００円、これは管理運営費でございますが、内訳

といたしまして、美東総合支所１，６４８万１，０００円、秋芳総合支所１，６４

１万８，０００円でございます。１４５ページの００２出張所費でございます。９

１５万１，０００円、同じく出張所の管理運営費ございます。新規といたしまし

て、夜間警備委託料２５６万８，０００円、これは９箇所の出張所が対象でござい
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ます。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、１４６ページと１４７ペ

ージをお開き下さい。１０活性化対策費でございます。右側の説明欄ですけれども

００２地域ＰＲ事業５８万４，０００円を計上しております。東京での地域発信イ

ベントに係る旅費でございます。次に００３人口定住促進事業でございます。４，

４１９万７，０００円計上しております。大きなものは土地開発公社への補助金が

４，２１１万３，０００円、残りの２０８万４，０００円は東京での秋吉台フェア

ＩＮ東京との開催経費でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） １４８、１４９ページをご覧いただきたいと思いま

す。１３目、国民体育大会費に８４４万２，０００円を計上しております。これ

は、平成２３年度に開催する山口国体の準備に要する経費でございます。右の説明

欄をご覧いただきたいと思います。主な経費といたしまして、業務委託料に２２６

万８，０００円、これは自転車競技運営施設等計画書の作成業務を委託するもので

あります。また、実行委員会への補助金を２７７万２，０００円計上しておりま

す。前年度はこの国民体育大会費は１０款の教育費に計上しておりましたが、２１

年度からは総務費に計上することにしております。それから１４８ページの財源内

訳をご覧いただきたいと思います。県支出金２２６万８，０００円を財源としてあ

てております。これは、自転車競技運営施設等計画書の作成業務委託料２２６万

８，０００円がすべて県補助の対象となっております。 

○委員長（徳並伍朗君） 篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） １５１ページをお開き下さい。２項、徴税費、賦

課徴税費００１賦課経費の内、１３節、委託料、状況類似地区見直し業務委託料５

１０万円、これにつきましては３年ごとに行われている標準宅地鑑定評価の次回の

実施が平成２２年度となっております。合併前の旧団体において、それぞれ標準宅

地を選定しており、現在２１３箇所ございます。この中には旧市町境を中心とし

て、状況が似通った箇所がいくつか見られます。平成２２年度の鑑定評価の前に評

価地点の全体的な見直しをかけ状況類似地区の統廃合をすることにより、３年ごと

に到来する評価外に伴う鑑定評価の経費削減を図るものでございます。以上でござ

います。 
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○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） １５４ページ、１５５ページをご覧いただきたいと思

います。４項、選挙費でございます。１目、選挙管理委員会費の右側の説明欄をご

覧いただきたいと思います。００２選挙管理経費に４３１万９，０００円を計上し

ております。この中の新規事業としまして、説明欄の一番下でございますが、憲法

改正に係る選挙人名簿調整システム構築委託料として、２４３万円を計上しており

ます。これは、平成２１年５月日本国憲法の改正手続に関する法律が施行され、国

会議員総員の３分の２の賛成により、憲法改正が決議された場合、国民投票が実施

されることになっております。それに必要な選挙人名簿を調整するシステムを構築

する経費でございます。なお、これは２１年度、２２年度の２箇年事業であり、２

２年度は１３０万９，０００円を支出する予定としております。また、１５４ペー

ジの財源内訳欄をご覧いただきたいんですが、財源はすべて国庫支出金２４３万円

をあてております。それから１１ページをご覧いただきたいと思います。第２表の

債務負担行為でございますが、先程説明をいたしました平成２２年度に支出予定の

１３０万９，０００円について、債務負担行為を設定しております。続きまして１

５６ページ、１５７ページをご覧いただきたいと思います。３目、衆議院議員選挙

費でございますが３，１１４万円を計上しております。衆議院議員の任期満了が９

月１０日となっております。任期満了日の３０日前まで、または衆議院の解散があ

った場合は解散の４０日以内に衆議院議員総選挙が実施されることになっておりま

す。財源内訳をご覧いただきたいんですが、全額県支出金をあてております。 

○委員長（徳並伍朗君） 古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 引き続きまして１５８ページ、１５９ペ

ージ、１６０ページ、１６１ページをご覧いただきたいと思います。５項、統計調

査費でございます。その２指定統計調査費９０８万１，０００円を計上しておりま

す。これにつきましては１５９ページから１６１ページにかけてですが、主なもの

経済センサス基礎調査経費とか農林業センサス調査経費これの経費を計上しており

ます。この金額９０８万１，０００円については、全額県の支出金をあてることと

しております。 

○委員長（徳並伍朗君） 井上監査事務局長。 

○監査委員事務局長（井上眞智子君） 同じページの監査委員経費でございますが、

全体で１，８３６万円、右の１６１ページですが、００２監査委員経費です。４１



－12－ 

４万４，０００円、その中の１３委託料、これが新規でございますが、個別外部監

査委託料、これは地方財政健全化法に基づきます観光事業特別会計の資金不足比率

が２０年度決済において基準を超えることが予測されますので、健全化計画書を作

成するための委託料２２１万３，０００円でございます。その他の経費でございま

すが、監査委員さんの報酬が昨年は１１箇月分でございましたが、今年度は１年

分、他の経費は変わっておりません。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 説明が終わりました。それでは質疑を行いたいと思いま

す。質疑はございませんか。南口委員。 

○委員（南口彰夫君） とりあえずまず普通建設事業費が約２０億組まれておりま

す。この中の内訳として補助負担金がついてる事業費と市独自の単独事業、その比

率が先程の説明で私が聞き洩らしたか、若しくは資料の見方が私、良くわからない

ので不十分だったかも分かりませんが、まず整理がつけば説明していただきたいと

思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 今ご質問がありました南口委員さんの質問にお答

えしたいと思います。資料の９ページの中で普通建設事業の中でのお話だと思いま

すが、今、資料持っておりませんので単独と補助ということで、後程回答させてい

ただきたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） この予算の特別委員会は初めてなんですが、特に今年度予算

は美祢市が合併をして初めて実質的に１年分の予算を組んで議会として、そうい

う意味では１年間きちんと考えながら予算が議論ができる初めての場と思うんで

すね。率直に私、平成１５年に議員辞めたので、なかなかまだ美祢市の代表とし

ての議員の自覚というか、特に予算を審議するにあたって旧美祢市の予算じゃっ

たら何がどうというのはよくわかるんですけどそれなりに、合併して秋芳町も美

東町も旧ですね、これを含めた約１５７億の予算を審議して賛成するか反対する

かも含めながら意見を述べるのは始めたので不十分がたくさんあると思うんで

す。私自身。それから執行部も議論のやり取りの中で長年ということになりませ

んので何が出てくるかよくわからんので、それから特に日本語というのは難しん

ですね。言葉の意味の理解の仕方は人それぞれなんです。この度あたるのに私良

くわからないので総務部長にならって地方財政小事典というのが、ぎょうせいか
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ら出ちょって一応この中で整理されてることの言葉の解釈として質問させていた

だきたいと思います。そういうことを前提に、それで今一番国会でもそうですし

市民の関心のあるのは市役所の職員の前に議員の歳費が高いとか、やれ人間が多

いすぎるとか、その次に公務員が特別贅沢しちょるんじゃないかとか、そういう

批判の中で市民生活の今日もテレビでやってましたが、次から次へリストラの会

社がたくさん出てくる中で厳しい財政をどう市民サービス、行政サービスを充実

させていくかということで皆さん非常に苦労されてると思うんです。そこで大雑

把な聞き方をしますが、それぞれ人件費や普通建設事業費や特に物件費の中にこ

の辞書の解釈によればいろんなところに人件費が混ざっちょるんですね、役務費

も含めてですね。そういう点でいけば、例えばですよ民間の会社であればものを

製造するなり、仕入れて売るなり、何らかの会社は、例えば、材料費とか、商品

の仕入率とか、実際に係る人件費、人が手を携わってやる労働で係る人件比率が

製造部門では俗にいう材料費が高いので人件比率が２割、３割と、ところが役務

を提供するようなことが中心の会社であれば人件比率が６割、７割と高くなって

くるんですね。特にサービス業なんか。行政サイドから、行政の全体から見れば

基本的にサービス業と私は理解しちょる。役所そのものが、住民に対するサービ

スを提供するのが議会見含めて仕事だと思ってます。そういう視点から見ておお

ざっぱに言って約１５７億の予算の中で全体の占める人件費、そういう意味で役

務費も含めて約何割程度が人件費として人が関わる役務費も含めながらの比率と

してみることができるだろうかと、これなぜかと言えば、今後財政が厳しくなっ

ていく中にやっぱり住民の要望、市民の要望にきちんと答えながら先日の議会の

議論の中にありましたがアウトソーシングやいろんなものを検討しながらスリム

な行政を作っていくんですね。少なくとも国の方針に従って好きか嫌いか別にし

て一市二町が合併をして新市を作っていくということではスリムな行政運営、さ

らに一層充実した住民サービスを提供するという中に二つの病院を守るとか、そ

うした点をやっていかなければならない皆さんと一緒に。ですから私が思うのは

絶対守らなければならない二つの病院の中でところがいろいろ財政が厳しいし単

独の市税はおそらく下がっても上がることは予測できんですね２１年は。そうし

た中に全体の予算の配分をしていくと、私市長じゃないですから配分する権限は

ないですから。しかしながら少なくとも関わる今言った人件比率が実際にどうな

っているいるのかというのを、こういう質問は私するほうも初めてなんで答える
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ほうもそういう意味で整理されてるかどうかよくわからないんですが、そういう

見方が今後私自身も含めて必要になってくるんじゃないかと思いますのでお尋ね

します。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 今の南口委員のご質問ですが、人件費の比率が適正か

どうかという（発言する者あり） 

○委員（南口彰夫君） 例えば１５７億という予算があると、結局これが製造業であ

ればその会社を立て直すなり運営していく中でいろんな仕事をしよって人がおるけ

ど、まず製造業であれば製品をつくための材料費をいかに安くいい品物を材料を仕

入れていい商品を作るかて考えるわけ、それぞれの職業に応じて違うとまず予算の

見方が、ここで私たちは行政なり市役所に建物と出先を含めて、私たちの職業はサ

ービス業で考えるべきではないかと私はよ、皆にいよるんじゃないよ。押しつけち

ょるんじゃないよ。私は市民に対する奉仕者、住民に対する奉仕者が公務員の職務

である住民の代表としてそのチェック機能を果たしながらより一層行政サービスを

充実させていくし、しかしながら右肩上がりの時代じゃったらあれやれこれやれで

すんじょったけど、これから先はあれもちょっと慎重にとか、あれはやって大丈夫

かとか、言う議論が中心になってくるだろうと。さっき普通建設事業費の中これも

当然いろんなものをやったんがええが、道路も橋も川の河川改修も公園も学校も、

ところがこれから先はますます一層国の補助金がどうなっちょるかとか助成金はど

うなっちょるかとか言うことを見ながら市の単独事業がどこまでやれるんかとか言

うことを議論していかなければならないので。そこでまず大きく見てサービス業の

場合は人件比率が一番高くなると。だからこの１５７億を大雑把でいいんよ。大雑

把でいいんですが、１５７億の予算の中で人件費が占める比率はどの程度で見ちょ

るかと、この中で人件比率で単純に２１．３％じゃないんですいね。少なくともい

ろんなところで役務費も含めながら関わる人件費が混ぜちょるはずなんです。僕が

言うのは議員と公務員だけの話じゃないんよ。だから結局人が直接いろんな形で関

わることで予算の組み方と事業のしかたが地域経済やいろんな中小零細企業の中で

どう生かされていくんかにつながってくるんです。あとの予算の議論をいろいろ重

箱の隅をつつくような議論もしますけど、その前に人件費が占める割合が何割程度

じゃろか、何十％程度じゃろうかと。意味わかりますか。人件比率だけでいくと２

１．３％しかない。役所全体なりいろんな事業の中で特別材料費が、がばーとある
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とか、いうわけじゃないですから、少なくともいろんなところに関わる役務費も含

めてですよ、物件費の中にもいろんな形での人が直接関わってやる人件費というの

は本によればちゃんと含まれてると書いてある。そういう意味での人件費はどの程

度の割合を占めるものか教えてほしいと。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 今の南口委員のご質問ですが、この予算の中の比率と

しては２１．３％であるけれども、マンパワーといいますか人件費の役割というか

人の手がかかっているというところはもっと市の仕事の中の大きな役割を果たすの

ではないかということだっと思いますけど、それがちょっと具体的にどの程度かと

いうところの数字というのは出しておりませんけどこの数字以上の役割を果たして

おるんじゃないかということは感じております。答えになっておりませんけど。 

○委員長（徳並伍朗君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） そうしたものが必要かどうか他の委員の皆さんに聞いてほし

いと思います。そういう議論は言うのは勝手じゃから私は、執行部の職員がそうい

うところまで含めて、例えば少なくとも調べて回答してくれというたら回答するか

しないかは、少なくとも休憩中も含めて議長とも相談をして南口委員の意見が、い

やあねえなもんいちいちかもうちゃおられんというなら回答しないという結論出し

てもらえればいい。ところが最近なって役所というのが少しだけわかりかけてきた

市役所の果たす役割というのが、それからなぜ公務員は他の市民やらに比べて特別

高い給料も安定的に保障しなければならないのかというのが、少しだけわかってき

た。最初に人の働くということで人件費をきちんと高く身分をきちんと保障しなけ

ればならないのは私は教師だと思っていた。教師は聖職者なんですね、聖なる職業

なんです。だから教師はただ単に子どもだけじゃなくてその地域や国全体の将来に

関わるので聖職である俗にいう先生、本物の先生ですよ。僕らも時々先生といわれ

るけど、どう見たって僕は先生と言われんけど。本物の先生はやっぱりその身分と

賃金をきちんと保障しなければ安定した仕事ができないということで、ところがそ

れに同じように公務員は住民の奉仕者なんです。奉仕者として皆さんからいただく

税金と併せながらいろんな事業をやっていくためには市民から見れば高く見えるわ

けですいね。それから見ても、しかしある程度保障されてその身分も含めて安定し

て、それで初めて住民サービスという職務を専念することができる。ただし今まで

の予算の中でこの中の説明の中でわけられても実際に、例えばこの中で新規に道路
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を作るなり、それから古い橋を修繕するなり、学校もそうですよ、学校も保育園も

幼稚園も全部いろんな所でやらなければならない仕事が山ほどあるわけです。それ

から市民や地域の要望も含めてですよ。じゃけど予算は限られている。そうする

と、この予算が何がどこでどう適正に予算を配分されるんかという議論をしようと

思えば実際にこの一市二町合併したとしてもこの面積しかないんですいね。美東町

も含めて美東町なんか国道ずーと小郡から萩へ抜ける中に横にこれがあるから大変

やけど美祢市はそうなんです秋芳町も川をはさんで、ずーと南と北が中心でこの住

んじょる中に例えば学校を建てるにしても道路をいじるにしても材料費ができる限

り安いコストで内需で消費されていくことが一番望ましいだろうと思うんです。市

外の業者から言えば、ところがそうは言っても美祢市で豊富にあるのはセメントで

すね、昔は石炭今はセメントで、だけどセメントもできる限り地元の業者を通して

宇部興産のセメントですね、小野田セメントは作りよらんから、少なくとも宇部興

産のセメントが利用されるのが一番望ましい。ですからそういう意味で材料も含め

て実際にいろんな事業をやっていく中に一つの事業をやるのに箱ものであればそこ

に使われるのが材料費としていろんな形で使われるじゃろうと。小さいところに入

る前にできる限りといえば職員採用なんかで言えば、より豊かな経験や知識も含め

てということになれば美祢市だけに限定するのが決して私はよいとは思っておりま

せん。広域でどんどん募集してもかまわんだろうと思うんです。ところが実際に組

んだ市民の税金も含めて組んだ１５７億の予算をどう活用するんかという点であれ

ば、一番比率が高いのはいろんな形での役務費も含めて私が言ってるのは公務員と

議員の関わり合いの予算だけ言ってるんじゃないです。それぞれの事業費の中に必

要に応じて臨時職員が配置されたり、そこの役務提供で例えば南口建設株式会社と

いうならば箱ものの学校も建てるし道路も作るし、橋も作りますよ。と言われた中

にお宅の市民の中で雇用の比率も含めて実際にそれが市民に還元されてまた市内の

商品につながるという意味であれば総事業費の中で占める俗にいう人件比率を２

１％という見方は、今後はよりいろんな形での地域の活性化のためには、それが占

めてる比率とそれぞれの事業の中でその予算がどう活かされて使われているんかと

いうところも含めて議論していくことが、より正確なアウトソーシングの受け止め

方に私は、まず出発点からしてつながっていくんじゃないかということで是非調べ

てほしいなという意見をもってる。 

○委員長（徳並伍朗君） 波佐間総務部長。 
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○総務部長（波佐間 敏君） 南口委員さんのご質問にお答えできる範囲でて言いま

すか、お答えしたいと思いますけれど、議員さんの言われる趣旨はよく理解できま

す。役所の作成する予算のこの性質別な分類、人件費はあくまでも一般職員並びに

議員報酬、その他の各種委員の報酬、そういう部分を総合計したものが人件費とい

うことで性質別に分類し新年度でいえば２１．３％という構成比になっておりま

す。それ以外の事業費においていわゆる地域振興、地元に還元できる雇用創出等に

つながる人件費的な性質についてどうかという今後検討して統計的に把握して、そ

ういうところを議論の的にしてはどうかというようなお考えだと思うんですけど、

各市の事業の中で、確かに人件費につながる委託料並びに建設事業等につきまして

も、結果的には雇用につながる事業投資になるわけですけれど、その中で委託料と

かで言えば総合計画でも結果的に成果品として総合計画書が作成されるわけですけ

れど、それを委託する中でコンサルタントに発注した場合にその成果品を作成する

過程においてのいわゆる人件費的なものは当然含まれております。しかしながらそ

ういう部分を当初予算の中においてそれぞれを集計して人件費に関わる部分は１５

７億の予算の中にどれだけあるということを積み上げるということは現在の財政的

な性質的な分類からしてちょっと無理があるというふうに感じております。以上で

す。 

○委員長（徳並伍朗君） 南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 総務部長の説明はよくわかりました。ただおそらくそれぞれ

の事業を組む時に積算されてる時に、必ず役務費も含めながらある程度積算の根拠

はあるはずなんです。例えば橋を作ろうが、学校を作ろうが、先日一般質問で使い

ましたように県の公共事業のマニュアルには、それこそ材料の一つ一つから役務費

の労働費も含めて賃金の役務費まで含めてきちんと積算の根拠はありますから、ま

してそれを積算の根拠を出して、上である程度入札をして当然事業の計画書を作成

させるように指導しているから本来は取りまとめればこれがコンピューターできち

んと全部が管理されちょるもんであればそれの人件費という定義をきちんと定めれ

ば数字は本来出てくるじゃろうと思うんです。なぜ今後必要なんじゃないかと言え

ば、ただ単にそれぞれの需用費を大雑把にやって、今度新年度で新しい事業をやる

のにいいか悪いかとじゃなくて、例えばですよ、何となく今は公共事業、私が建設

業をやってるとすれば、公共事業イコール建設業の仕事をどんどん出すというの

は、何となく悪い雰囲気になっちょる、国も含めてゼネコン叩き、悪いことしてる
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からゼネコンがやられるでしょうけど。だけど私は公共事業に関わるところで例え

ばセメントを大量に使ってやるということであれば、宇部興産のセメントが使われ

てそこに働いてる作業の人たちも含めながら、それが内需につながっていくと地域

経済につながっていくということの必要な事業については、やっぱり新規であろう

が俗にいう修理であろうが、そこはやっぱり打ち出すべきだと思ってるんです。と

ころが総じてまず予算の中で先程申したようにいろんな形での行政がやる仕事のい

ろんな形の予算を組む際にやっぱり２１％の公務員と議会だけの関係の人件費じゃ

のうて、それが最終的にいろんな形で人件費と比率がたこうて、総合計画がどうこ

うというのは、外へ出ていく比率が高いと思うんですね。同じ人件費でも所が内需

に地理経済の地場産業の育成なり中小企業の手助けができるような内需につながっ

ていくような公共事業の発注というのがこれから先考えていかんにゃいけんじゃろ

うと思うんです。ただ単に業者が、うちはこれとこれしかできんのじゃからという

んじゃのうて、いろんな形で公共事業のあり方が、こういうのならこういうものも

検討していってくれという業者に、ある程度行政側が提案をしてそれで違ったノウ

ハウをつけていくということも、必要になってくるだろうと思うんですね。その中

でですから予算の私はほとんどというか相当の部分が結果として１５７億のところ

は人の手に関わって作業を行う、そしてそれに対するその報酬として予算が払われ

るということにつながっていくので、そういう点で、の見方、それからそういう点

での予算の執行が実際にどうなっていくかという点で今後議論をしていく必要があ

るんではないかと思ってます。それ以上質問が難しければ他に誰も賛同の議員もお

りそうもないからとりあえず止めます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、提案ありがとうございました。その他質疑はありま

せんか。はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） 南口委員が高尚な話をされましたから、ちょっとちんけな質

問で申し訳ないんですが、いろいろこれは総務関係だけじゃないんですけど、ほ

とんど業務委託とかいろんな負担金、ほとんど毎年変わらないんですけど、これ

を指定管理者制度になれば殆んど競争とかいろんなことがあります。これには競

争とか、今までどういった方向で決められておるのかというのと例えば美祢市で

はとてもできないような電算機のシステム補修、これなんか６，０００万も見て

ありますし、相手が言えばしょうがないということなのか、それとあと負担金が

今後最近橋本大阪府知事がいろんな知事が言われておりますけど、負担金もでき
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ないものはできないとか、いらないものはいらないと私もちょっと負担金の先を

いろいろ調べてまいりましたけど、どうしても美祢市が負担をしなければならな

いて、もちろん必要な負担もありました。私が見てもどうしてもいらない負担金

も数多くあるようですが、今後の予算の少ない折にその辺の見方というか決め方

をちょっと副市長なり総務部長なりがご説明していただければと、あくまでも予

算ですからこれほど使わないといえばそれまでですけど、そういった返事を返答

をお願いしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 波佐間総務部長。 

○総務部長（波佐間 敏君） 有道委員のご質問にお答えしたいと思いますけれど、

先程一つの例として挙げられました電算の６，０００万円という委託料のご指摘

がありましたけど、これは合併をするにあたって新システムの導入を業者委託す

るのに合併直前に新システム旧一市二町のそれぞれが委託しております業者に合

併後のシステムの入札を行って新たにシステムを委託するようになった業者に対

しての今後５年間委託、リース料等含めた契約金額ですので６，０００万円、高

額ではありますけれど必要経費として契約してるもんでございます。その他の負

担金等につきましては、先程言われましたように橋本大阪府知事が国の直轄事業

の負担金に対して異論を唱えてるといいますか、二井知事のほうも国の直轄事業

の負担金について削減等の検討を要望するという話ですけれど美祢市においても

いろいろ加入しております協会並びにその他負担金等につきましても新年度予算

査定の過程においてそれぞれ見直し等廃止できるものは廃止し、削減できるもの

は削減するという方針で行っておりますし、今後についても同様な考え方で進め

ていきたいというふうに考えております。 

○委員長（徳並伍朗君） 有道委員。 

○委員（有道典広君） 私は委託料とか、いろいろたまたま今コンピューターのこと

出しましたけど毎年委託料が決まったようにあるわけですよね。これ競争はない

んですか。 

○委員長（徳並伍朗君） 波佐間総務部長。 

○総務部長（波佐間 敏君） 先程申しましたように電算の経費で言えば合併前のそ

れぞれの市町が契約しておりました業者３社を含めて入札を行っておりますのでそ

の他業務委託料につきましても入札等競争原理を働かした業者委託等行っておりま

す。 
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○委員長（徳並伍朗君） 有道委員。 

○委員（有道典広君） 競争。どういうふうな競争してるんです。何か入札じゃない

けど、それに近いものやってるんですか。先程南口委員も言われておりましたけ

ど、業務委託とかいろんな名を借りて個人とか人件費、私は美祢市内のことはあま

り市民をやるんですから言いませんけど、競争が本当にあったかどうかと、ただ今

までどおり引き続いてやってると、そして市民が受ける指定管理者制度は安くやれ

と、お宅らの人件費を市長が前回いわれましたけど、人件費を少しでも安くしよう

というんで人数を減らすとかいろんなことを努力しとるというのが全然見えないん

ですよね。だから競争の原理というもの何にもないという、今ただその辺を決めら

れたというのが経過が良くわからないですから、今後そういう努力をするとはっき

り言っていただければ、きょうのところはこのぐらいでやめとくけどだけどやっぱ

り少しでも安くしようと努力していただきたいとそして負担金も私は具体的に名前

あげてもいいですけど本当に使ってるかという疑問な負担金はたくさんあります。

言い負担金もあります。絶対必要な負担金もあります。それは認めますけどその辺

の説明を。 

○委員長（徳並伍朗君） 林副市長。 

○副市長（林 繁美君） 有道委員のご質問ですが、当然のことながら毎年予算を組

む時にはそういった無駄なものは極力はずしていくと、特に今指摘されました負担

金、委託料、補助金等も含めてなんですが、これも旧美祢市から年次的に１０％な

ら１０％ということで５年計画でおとしていくとか、必要ないところは国において

いろんな協会とかもありますが、必要ないといいますか効果のないもののそういっ

た協会の会費とか負担金なんですが、もう皆削っていっておりますのでご指摘のよ

うにやはりこれを精査、毎年精査して生き目のいくそういった予算を組んでいきた

いと思っております。 

○委員長（徳並伍朗君） 有道委員。 

○委員（有道典広君） 見直しということでどんどん進めていただきたいと思いま

す。それと総務の１３１ページに訴訟に係る弁護士の委託料１００万円と書いて

あるんですけどこれなんでしょう。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） ただいまのご質問ですが、これは現在美祢市が係争中

の裁判に関して顧問弁護士に委託しておりますのでそれの委託料です。 
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○委員長（徳並伍朗君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） おかしいですね裁判の弁護士費用というのは、その都度訴訟

が行われたときに弁護士と決まって前金で払うようになっちょる。これ予算でや

ると今年度起こりうるということですか、それとも弁護士費用で追加というのは

ないとないと思うんですが、新たにまたなんかあるんですか。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 今おっしゃったとおり、初めに払う着手金というのも

あります。成功報酬、結審した場合に払う委託料というのもあります。現在訴訟が

継続中ですので当初で組んでおります。これは必ず執行するというものではござい

ません。結審した場合には支払う必要が生じてくるということです。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） そういう意味ですか。ということはこれ成功報酬（発言する

者あり）そういうものは臨時、補正予算というかそういうところで挙げるんじゃ

ないんですか。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 先程申し上げましたように継続中ということでありま

すので現に裁判が続いておるということで当初で上げております。全く新たに訴訟

を起こされるというような場合でしたら当然補正予算にということになろうかと思

います。継続中ということで予算に計上しておるということであります。 

○委員長（徳並伍朗君） この際、暫時１１時まで休憩をいたします。 

午前１０時５０分休憩 

 

    午前１１時００分再開 

○委員長（徳並伍朗君） 休憩前に引き続き会議を開きます。総務費についての質疑

を受け付けます。布施委員。 

○委員（布施文子君） 予算を見ていただきまして、地域の一体化の醸成ということ

に大変ご苦労なさった今年の予算であるなというふうに感じました。そこで１点質

問ですが、概要の３０ページ、予算書の１６１ページですが、６項の監査委員費、

新規事業として外部監査委託料が２２１万３，０００円計上してありますが、その

導入の趣旨につきましては、先程ご説明ありましたが、範囲についてお伺いしたい

と思います。よろしくお願いします。 
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○委員長（徳並伍朗君） 井上監査事務局長。 

○監査事務局長（井上眞智子君） 布施委員さんの質問にお答えいたします。ちょっ

と聞きずらかったんですが、範囲といわれました。（発言する者あり）範囲でよろ

しゅうございますでしょうか。観光事業特別会計でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 布施委員。 

○委員（布施文子君） それではその外部監査の相手方はどのようにして決められる

のでしょうか。 

○委員長（徳並伍朗君） 井上監査事務局長。 

○監査事務局長（井上眞智子君） 布施委員さんの再質問にお答えいたします。地方

自治法第２５２条の２８外部監査契約を締結できるものといたしまして、弁護士、

公認会計士等でございます。今、考えておりますのは山口包括外部監査契約をいた

しております山口県、下関等が公認会計士さんを包括外部監査に指定していらっし

ゃいますので美祢市も個別外部監査の公認会計士をこの予算上は予定しておりま

す。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 布施委員。 

○委員（布施文子君） 公費の使い道につきましては、住民の監視度が大変高いとい

うことから外部監査の導入ということに対しましては私も賛成、良いことだという

ふうに思いますが、今、監査委員の方がいらっしゃいますが、その方たちとの関わ

りといいますか、それはどのようになりますか。もう１点議会のその方を決めると

きに議会の議決が必要ですか。その２点お伺いします。以上。 

○委員長（徳並伍朗君） 井上監査事務局長。 

○監査事務局長（井上眞智子君） 布施委員さんの再再質問にお答えいたします。市

長さんから外部監査の要求の義務付けで財政健全化計画等を定めなければならない

地方公共団体の長は、あらかじめ改善が必要と認められる事務の施行について監査

委員に対し自治法第１９９条６項の監査の要求をし、併せて監査委員の監査にかえ

て個別外部監査を求めなければならないということになっておりますので、それで

よろしゅうございますでしょうか。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 質問は以上で結構です。また個別にありましたら聞かせて下

さい。ありがとうございました。 

○委員長（徳並伍朗君） 大中委員。 
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○委員（大中 宏君） 歳入関係があまりはっきりしないんで質問させていただきた

いんですけど、なぜ歳入がなけんにゃ事業ができないということでこれは大変難し

い。特に今企業なんか特に四半期ごとにどんどんどんどん悪くなってると、この事

業計画立てられたとき以上に状況が厳しくなってきてると思います。法人税ともか

なり歳入面については引き下げをされております。市民税、固定資産税、いろいろ

酒税、そういうものまでかなり引き下げてありますけど。まだまだこれはもう少し

厳しく見直す必要があるんじゃないかというふうに思います。ある程度事業計画立

てられた時が遅くとも最終的に２月前ぐらいじゃないかと思うんで、かなり法人税

等についても計画見直す必要があるんじゃないかと思いますが、その点についてど

ういうふうなお考えか、それから債務償還計画等についても、あるいは１０箇年計

画等がたてられておりますけど、この表の中にありますけどこれについても大幅な

見直しが必要になってくるんじゃないかというふうに思います。それからタイヤロ

ック等で大変結構なことでいわゆる市民平等といいますか、義務を果たすために

は、やはり悪質なものに対してはそういうふうなことをしなければいけない。これ

は全国的にもそういう風潮でありますけど、やはりこの中にはまだまだ延滞等もあ

りますし、これについても延滞に対する収納体制はどういうふうな形にもって行か

れるか。また、これの収納率をどのように考えておられるか、それから全体的な新

規のいわゆる２１年度における収納率をどういうふうに考えておられるか。また、

もしこれの延滞等に対するいわゆる時効別明細があれば一つお示しをしていただき

たいというふうに思います。また滞納者の中には市外あるいはもう生存されてない

というふうな方も若干あるように聞いておりますけど、この滞納者の中の市外関係

者がどのくらいの金額になるかもし分かればご回答を願いたいと思います。以上で

す。 

○委員長（徳並伍朗君） 篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） それでは歳入関係のご説明を申し上げます。８１

ページをお開き下さい。先程の大中委員のご質問に対しお答えいたします。当初予

算編成時よりも更に経済情勢が逼迫しておるというご意見でございました。まさに

日本の経済がそういう方向で動いておるのは間違いないことでございまして、私ど

もが予算編成したものよりも更に悪い状況であろうかということは十分に認識して

おります。ただ予算編成時点で最善の情報をもとに予算を編成しております。その

点ご理解いただきたいと思います。 
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○委員長（徳並伍朗君） 石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） 滞納対策についてのご質問にお答えをしたい

と思います。２１年度予算におきましてタイヤロック等に関わる動産について公売

することを予定しており差し押さえに関わるインターネット購買の手数料を予算計

上させていただいております。予算書の１５２ページ１５３ページが賦課徴収費に

なっておりますが、１５３ページの上の中程のほうに手数料が掲載してあります

が、その中の数字でございます。滞納者に対する滞納整理につきましては臨戸訪

問、電話催告、財産調査に基づきましてどうしても納税に応じられない方につきま

しては、私どもは一番最初に債権すなわち預金、給料、生命保険の解約返戻金、一

番税に充当しやすい債権から差し押さえし、その差し押さえた債権を税に充当する

という手法をとっております。それから２１年度におきましては、差し押さえた動

産をネット購買により売却し、税に当てるということを考えておりますが、これは

差し押さえというものはあくまでも最終的な手段であり必ずしもそういうふうにな

らないで任意の納付が一番望ましいというふうに考えております。また２０年度に

も県税務課の徴収対策班から美祢市へ併任徴収を頂いておりますが、２１年度も県

の税務課徴収対策班から併任徴収のお願いをしており引き続き徴収強化に努めると

ころでございます。２１年度の収納率についてのご質問があったかと思いますが、

厳しい経済情勢によりまして、企業等からの収納が厳しい状況には間違いございま

せん。しかしながら税負担の公平公正性確保というのは大変重要な事柄でもありま

すので限りなく高い収納率を私どもは目指して毎日業務に取り組んでいるところで

ございます。市外の滞納者についてのご質問があったかと思いますが、個人住民税

におかれましては１月１日が賦課期日でございまして賦課された後に市外に転出さ

れた方、また市外にお住いの方で市内に固定資産をお持ちの方これは市外の方とい

うことで賦課させていただいて徴収をしなくてはいけないわけなんですが、その金

額については只今資料を持ち合わせておりませんので後程ご回答させて頂ければと

いうふうに思います。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、大中委員。 

○委員（大中 宏君） 今年度の収納率、いわゆる通常の収納率と延滞分の収納率、

それとさっき聞きました時効別明細についての回答がありませんので。 

○委員長（徳並伍朗君） 石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） 只今の質問で滞納繰越に関わる収納率のご質
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問にお答えさせてもらいます。１９年度から２０年度に繰り越しました収入未済

額、合計で約２億９，６００万円ございます。そのうち滞納繰越分につきましては

２億４，０００万円ということになっております。この数字につきましては先の９

月議会でお示ししたところでございます。市税のうち市民税、固定資産税、軽自動

車税、それから都市計画税につきましては滞納繰越となっておりまして個別に申し

上げますと市民税のうち個人市民税につきましては収納率１８．２％で２１年度考

えております。それから法人市民税につきましては１７．２％、それから固定資産

税につきましては５．２％、軽自動車税につきましては２３％、都市計画税につき

ましては６．２％を見込んでおります。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） いいですか。はい、大中委員。 

○委員（大中 宏君） 今のは延滞分だけでしたけど、通常の分は１００％で見てお

るわけですか。そうじゃないと思います。それとさっき言いましたように時効別

明細の件についてもまだ回答がありません。再再質問じゃない、まだ第１回目の

質問の続きになると思いますけど、延滞利息についてはどういうふうに考えてお

られるか、これも併せてお願いします。もしどうしても回答ができんにゃあ休憩

後でもよろしいし、明日でも結構です。 

○委員長（徳並伍朗君） 石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） 只今の質問ですが、先程滞納繰越分の収納

率、予定収納率をお伝えしましたが、現年度課税につきまして市県民税の個人のも

のにつきましては９８％、法人市民税につきましては９９％、固定資産税につきま

しては９７．５％、軽自動車税につきましては９８％、都市計画税につきましては

９７．５％を見込んでおります。それから延滞金というのは納期限の翌日から計算

をされます。最初の１箇月間は現在特定基準割合が０．５％でございます。特定基

準割合というのが前年のいわゆる日本銀行の公定歩合でございまして、納期限の翌

日から１箇月間は０．５％プラス４％ということで４．５％を１ヶ月経過しますと

１４．６％という利率で延滞金が計算されるところでございます。当然これは市の

徴収金ということで徴収しなくてはいけないということで納期限までに納められな

い方につきましてはこれも併せて本税を徴収するというのが地方税法の規定されて

るというとこでございます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 大中委員。 

○委員（大中 宏君） 地方税法に決められてることはわかってますけどそれを実行



－26－ 

されるかどうかということなんですよね、それと先程言いました時効別明細、これ

は出されるのか出されないのか、はっきり回答願います。 

○委員長（徳並伍朗君） 石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） 地方税法の１５条だったと思いますが、本税

優先の規定もございます。例えば差し押さえを執行して債権を取り立てる場合、本

税と延滞金がかかってた場合、本税を優先して入れるという規定もございますが、

基本的には延滞金も併せて徴収するというのが原則でございますので延滞金も併せ

て徴収するということで私どもは務めております。時効別という事柄がよく理解で

きてないんですが、どういうことなんでしょうか。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、大中委員。 

○委員（大中 宏君） これはそちらできちんと調べて下さい。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） 石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） 消滅時効のことを言われるということで理解

してよろしいでしょうか。時効別というのが。例えば招集権を５年行使しなかった

ら時効が成立するそういう意味でございますでしょうか。 

○委員（大中 宏君） 時効て時の効ですよ、事故じゃないですよ、時効、何年度分

がいつどうなってこうなってこうなっちょるという計画書があるじゃないですか、

そういうものなんですよ。今回いいですから、明日でもいいですから明細書を出し

ていただけたらと、これは誰も議員がきちっと把握しちょったほうがいいと思うん

でもしできれば資料を配布していただきたいと思います。以上で終わります。回答

はいりません。 

○委員長（徳並伍朗君） 意味わかった。はい、他に質問ありませんか。安冨委員。 

○委員（安冨法明君） １点だけお伺いをします。先程の布施委員さんの質問にあり

ました１６１ページの外部監査の委託料の件なんですが、説明では財政健全化計画

の作成ということを言われました。会計基準が変わりまして、基本的に資金不足で

来るのはわかっておりましたし聞いてもおったんですが、この財政健全化計画を外

部監査委員さんがこの予算の範囲でされるのか、ちょっと無理なような気もするよ

うなんですが、監査をもって別途健全化計画が作成されるような気もするわけです

けどもその辺についてもう少し詳しくわかっていればお示しいただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 井上監査事務局長。 
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○監査事務局長（井上眞智子君） 安冨委員さんのご質問にお答えいたします。この

二百何がしの経費で監査ができるかということでしょうか。 

○委員（安冨法明君） 健全化計画が一緒にできるかということ。 

○監査事務局長（井上眞智子君） はい、健全化計画を個別というか公認会計士さ

ん、まだ決まってはおりませんけどお願いするようにその健全化計画を作成をし

てもらうんですけど、先程説明いたしましたように。 

○委員長（徳並伍朗君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） わかりました。最初ですからよくどういうふうなもの出てく

るかというなかなか理解しがたいところもあるんですが、特に観光会計の場合見

て別に監査してもらわんでももう悪いのもわかってますし、どういうふうな例え

ば数字の上だけで例えば１０年なら１０年でこの赤字の部分を回収しようという

私はそういうふうな健全化計画じゃあ意味がない。だから要するに事業実施の計

画なりと併せて要するに収入を図るなり金利の節減がおそらく主体になるんじゃ

ないかなと思うんですが、例えば事業計画の中で収入面を図っていくようなのが

一緒に出んとですねなかなか健全化計画にならんのじゃないかとそれを監査委員

さんがやられていいものができるかなという疑問があったもんですからお聞きを

いたしました。今の状況ではわからないということだろうというふうには思いま

すけれども、課長の答弁はとりあえず監査委員さんが外部監査をされる方が監査

結果に基づいて健全化計画をお作りになる、こういうことですね。 

○委員長（徳並伍朗君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） きょうは、三好監査委員さんきちょっちゃないね。それじゃ

私のほうからこれはもうすべきかどうかわかりませんが、布施委員さんが、内部監

査とのかかわりの話をされたと思うんですね、それで局長がお答えになってないん

で、私のほうからお答えしたいと思うんですが、去年の６月にこの議会におきまし

て財政の健全化法に基づいて資金不足比率をお示ししたと思います。これはですね

美祢市の場合は１５億からの繰越欠損金をもってる会計でございますので、当然資

金不足は大きな数字となっております。２００超しております。従ってその場合は

外部監査を受けなくちゃならない規定になっておりますのでやむを得ず受けるわけ

ですね安冨委員さん言われるように指摘事項は同じことかも知れませんが、これは

仕方がないです。健全化法に基づいてやるわけですから。そして職業監査委員の方

からいろんな意見が出てくるだろうと思います。それを斟酌して健全化計画を作っ
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ていかなくてはならないだろうとこういうふうに思っております。我々監査委員と

いたしましても内部的には去年もお示ししたように監査はさせていただいておりま

すが、残念ながら内部監査ではなくして健全化法で資金不足比率が高く出た場合は

その会計だけになるわけでありますけど外部監査を受けなくちゃならないわけであ

ります。従ってこの１５億償還するまでは資金不足比率はかなり高い比率のまんま

動くと思います。従って今後どうしても外部監査を受けなくてはならないというこ

とになっております。私ども監査委員といたしましてもその点を踏まえながら外部

監査を受けやすいような取り組みもやっておるところでござます。以上でございま

す。 

○委員長（徳並伍朗君） その他質疑はございませんか。西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） 予算書の１４７ページ、人口定住促進事業ということで、土

地開発公社事業費補助金４，２００万程度計上されてると思いますが、来福台の件

の利子補給の件じゃないかなと思いますが、まず１点目といたしましては今年度来

福台の区画がどの程度売れて元金のほうが返還されたかどうかということを教えて

いただきたいというふうに思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 西岡委員のご質問にお答えいたしま

す。来福台が２０年度に何戸売れたかということでございますが、２０年度は３戸

売却しております。利子の償還額がそれによっていくら減ったかというあたりは今

即答がちょっと資料がありませんので即答がちょっとまた改めてご報告申し上げま

す。 

○委員長（徳並伍朗君） いいですか。はい、西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） 土地開発公社の来福台の件については予定売却数にかなり開

きがあるということで、計画をいつの時点かで見直さないといけないのじゃないか

なというふうに思っておりますので、その辺は来年度も含めて検討していただきた

いということと、これに関しては定住促進という観点から職員の住居手当いろんな

手当があるんですが、住居手当が２，１００万ぐらいですか、計上されております

が、どこに住もうが職員の皆様のかってといえば言い方がおかしいかもしれません

が、美祢市内に住居構えておられる方がほとんどだというふうに思っております

が、美祢市外にわざわざ住居を構えてこられてる職員さんもおられるというふうに

聞いておりますが、そういった方々に対しても当然住居手当支払っておられると思
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いますが、この辺の見直しというか市内に住んでいただきたいという当然のことだ

と思いますが、そこの手当の見直しそういったことを考えておられるかどうかとい

うことをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 西岡委員のご質問ですが、市内に居住しておる職員と

市外からくる職員の住居手当を差をつけろというご趣旨だと思いますが、我々も委

員のおっしゃる趣旨は十分理解しておりまして、できるだけ市内に住んでもらって

税金をはじめ市内にお金を落としてもらいたい、いう気持ちは強い気持ちは持って

おりますが、今言われたような手当に差をつけるということは憲法に抵触する恐れ

もあろうかと思いますのでその辺を十分検討した上で考えることだと思いますので

今すぐということは現在のところは考えておりません。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） その他。はい、山本委員。 

○委員（山本昌二君） 予算委員会ということでございますので、少し小さい質問に

なろうと思いますが委員長いいでしょうか。今の１４７ページということでご質問

が西岡委員されましたが、同じページのことでちょっとご質問申し上げたいと思い

ます。交通安全施設整備事業に係ることでございます。予算の概要ほうでは２８ペ

ージに具体的に書いてあります。これは交通安全対策特別交付金６７０万円が市の

ほうへ入ってくるということでこうした整備されることは大変結構なことで大変喜

んでおりますが、ここでお願いいたしたいことは２８ページのほうにもガードレー

ル、カーブミラー等の安全施設整備というふうにきってあります。備考欄には交通

安全・防犯対策の推進ということで細かく書いてあります。大変私としては昨年の

１２月に通学路の環境整備についてご質問申し上げまして担当課長部長さんから具

体的な答弁を頂いております。当初市長さんから頂いておりますが、そこでさらに

具体的なあれが出てまいりましたので申し上げますとカーブミラーの設置につきま

して大変どこにもたくさんございますが、特に市道について子どもたちが通学路で

登下校する際に、結構、薮といいますか雑木がカーブミラーにかかっておって見え

ないというような現場に差し掛かったことがあります。特に台風が来たあとなんか

１週間たってもまだ直してないというのを昨年確認しております。強い台風でなか

ったけれどもやはり枯れた木が、あるいはのっておった木があったということを子

どもたちから、おいちゃん早くあの木を切ってということがありまして、切ったこ

ともありますけれども、そうしたことで是非この設置については子どもたちの通学
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路の安心安全といいますかそういうことにも配慮を是非入れていただきたいという

ように思います。昨年の秋、美祢土木の所長さんのところに参りまして通学路の県

道の歩道の上に垂れ下がっておる雑木を切っていただくようにお願い申し上げたと

ころ去年の暮れから今年にかけていろいろ業者の方が危険な急斜面で伐採をしてお

られるところを２、３確認いたしましたが本当に子どもたちためには素晴らしいこ

とであるというふうに感じておりました。学校のほうに参りまして先生方にお話し

たら校長先生も大変安堵の気持ちで喜んでおられました学校もございました。そこ

で今、あらましに申し上げましたが、担当課のほうへお聞きしますが、市道はセン

ターラインのない市道が多いわけですね、そうしたことで子どもたちも自転車通学

にしろ何にしろなかなか厳しいところがありますが、先程から申し上げました子ど

もたちの生命を守ると将来美祢市を担っていく子どもたちを守るという観点からそ

の辺の配慮についてどのような計画をもっておられるかお聞きしたいというように

思います。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） 波佐間総務部長。 

○総務部長（波佐間 敏君） 山本委員のご質問ですけれどこの交通安全施設整備事

業交付金が市のほうに入ったものを安全施設の整備に充てるという趣旨の事業です

けど委員さん言われるように市民の安全安心、とりわけ児童・生徒通学路等の整備

についてのご意見、ご要望ですけれど市内全体の中で優先度の高い個所から毎年度

カーブミラー、ガードレール等の整備を行っております。この交付金を財源とする

事業だけでは不足する部分については道路維持費のほうで土木費の道路維持の関係

の予算の中でさらに必要がある緊急性があるという部分については道路維持費の関

係で整備は進めていくということといたしております。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） いいですか。はい、山本委員。 

○委員（山本昌二君） よくわかりましたが、先程申し上げました補助事業の対象外

の先程申し上げたことにつきましても市の予算を十分に付けていただきまして、と

にかくなんと言いますか地域の環境も絡んできますので環境整備も絡んできます。

また防犯の件も絡んできますので是非この辺の政策をどんどんどんどん進めていた

だきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。 

○委員長（徳並伍朗君） その他質疑はございませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） このたび平成２１年度の一般会計予算が組まれております。

しっかりこの辺見させていただいておりますけれども、今、現下の皆さんもご存知
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のように株価もう年将来本当に２０数年ぶりに今回７，０００円切れする寸前まで

いったと非常にそういうことで企業法人の固有資産というのが非常に減ってきてい

るそういった厳しさがこれからも続くんではないかとそういうことで、今、政府も

いろんな景気浮上策を打ち出しておりますけれどもこういう景気が厳しい中まず打

つべき手は減税措置ともう一つは必要な公共事業、さまざまな事業をしっかりと打

ち出して景気経済を浮上させていかないといけないのであります。そういった中で

美祢市にあっても地域活性化生活支援交付金も確か４億３，０００万とかでて、そ

ういったお金等で必要な公共事業、新規事業ということで概要の中に様々なそうい

った施策がこのたび入って予算化されているというのを確認しております。そうい

う中で雇用の確保するための雇用創出等の交付税の国からは１兆円の増額というこ

とでこの美祢市あっても当然雇用創出のための交付金が当然入りますし、また自治

体の雇用創出のためのお金も入ってきている。そういった交付税も入ってきてそう

して交付金も入ってきて今回こういった新規事業を組まれていると思います。それ

で今回こういう予算措置がちゃんとされていると思いますけれどもいずれにしても

先程より出ておりますけれどもこの１年間で市民税、固定資産税が減収してきた場

合のこういった補填といいますかそれについてはどのように対処するのか、ここの

概要の中に１７ページに基金残高の推移ということで平成１９年度には２４億１，

０００万、２０年度は２５億８，０００万ということで１億７，０００万ぐらい増

えてきたと、しかし、このたび平成２１年度は２１億６，０００万ということで約

４億減ってきてるこれは当然こういった様々な事業、美祢市にあっては様々な事業

をせんにゃいけんということでこういう形なってきてるんじゃないかと思っており

ますけれども、さらに市民税収等を自主財源がめびりしたときにはこういった基金

の残高からそれを補正に充てるそういう方法で考えておられるのかどうか、また別

などういったお考えをもっておるんかどうかお尋ねいたします。 

○委員長（徳並伍朗君） 羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 今、岡山委員さんの質問でございますが、現下の

財政状況といいますか、経済状況が厳しいということで先程税務課長のほうも答弁

いたしましたように今後どういう動向になるのかというのは数字的には出ておりま

せんが、先程言われましたように基金の残高ということで平成２１年、今当初予算

のベースでいきますと残高が２１億６，７００万程度の残高になっております。こ

の財源不足は動向を見なければわかりませんが、財源の不足というのは基金で対応
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せざるを得ないかなと考えております。 

○委員長（徳並伍朗君） 岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） そういうことでできるだけこういう美祢市にあっては基金の

残高というのは非常に運営するにあたって非常に大事な基金でありますのでどうか

しっかりとお互い運営しながら基金がめびれしないようにしっかりとともどもに市

政行政チェックしながら進んでまいりたいと思っております。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） その他ありませんか。はい、荒山委員。 

○委員（荒山光広君） 予算書の１４７ページですけども００１の自治宝くじの助成

金４５０万ございます。概要書のほうでは地域住民活動支援の推進と説明がござい

ますけどもこの事業のもう少し詳しい内容、それから新規の地域ＰＲ事業が組まれ

ておりますけどもこれは旅費がほとんどであります。それから秋吉台フェアＩＮ東

京これの説明もありましたけども、これとの関連だろうというふうに思います。美

祢のＰＲということで非常に大事な事業だと思いますけども、それにしては、少し

金額が少ないかなという感じもいたします。この事業についてこのフェアをどうい

った形でやられるのか何回ぐらいやられるのか美祢市単独でやられるものか、どこ

かと共同でやられるものかその辺についてもう少し具体的なご説明いただきたいと

思いますけども。 

○委員長（徳並伍朗君） 古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 助成金についてでございます。４５０万

円予算措置しておりますが、これは一般のコミュニティー助成事業ということで美

東町のふるさとづくり推進協議会これにイベント関係のテントとかアルミテーブ

ル、電動氷割機とかいうのに２５０万円の申請を予定しております。それから緑化

コミュニティー助成事業ということで同じく美東町のふるさとづくり推進協議会に

２００万円の助成を申請することになっております。内容といたしまして山桜、紅

葉、ねむの木とかそういった緑果樹を長登銅山土地等に緑化を進めるということで

考えております。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 只今の荒山委員のご質問にお答えいた

します。００２の地域ＰＲ事業及び００３の人口定住秋吉台フェアＩＮ東京という

ことに関しましてのお尋ねでございます。地域ＰＲ事業、これは、今現在旅費とい

うことで組んでおりますけれどもこのそもそも県の事業中山間地域のプロジェクト
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推進事業というものがございまして、その実施団体であります秋吉台ワイナリーこ

れが平成２０年度におきまして東京でアンテナショップを開設しております。この

ＰＲ事業もその一元の流れといたしまして、そこのせっかくできました東京首都圏

での拠点を活用させていただくこういうことで新たにできましたアンテナショップ

をもとに地域発信の活動を行っていきたいということでございます。併せて秋吉台

フェアＩＮ東京ということでございますけれども平成２１年度は開催は１回という

ことでございますけれどもＰＲ事業観光も含めて首都圏でのＰＲ事業を行う観光事

業に関するＰＲを行うとともに秋吉台フェアＩＮ東京においての大きなポイントと

いたしましては美祢市のブランドづくりという観点も考えているところでございま

す。おいしい秋吉台を作る会というものも市内には、できております。市内で生産

されております特産物、農産物それを食材として加工して一つの秋吉台フェアとい

うものを開催するということでございます。共同かどうかということでございます

けれども秋吉台ワイナリーというＮＰＯ法人があるわけでございますけれどもそこ

との連携も考えておるところでございます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） その他ありませんか。南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 先程、羽根財政課長が調べておくといわれたので、ついでに

即答じゃなくていいですよ、ついでに調べてほしいのは扶助費ってありますいね、

扶助費って私が説明することもないですから、生活保護法とか児童福祉法、老人福

祉法基づくと書いてあるんですが、これは国や県の補助、助成にかかっちょるもの

ともう一つ申し訳ないんですが、市独自の単独事業、生活保護に絡んで何があるか

わからんけど、市が独自に生活保護世帯になんらかの今年は厳しいから処置をする

とか、保育園とか幼稚園とかの施設、また老人福祉事業に絡んで何かするというこ

とで制度的なもののと同時に市独自の単独事業の予算それのこっちが何ぼぐらい、

こっちが何ぼぐらいと、わかればそれを説明していただきたいのとそれから当然扶

助費は人件費や公債費と同じようにある程度一定の額、比率が必要なんですね。そ

れに対して扶助費の市の考え方ですよ、市の考え方としてある程度扶助費は比率と

してこの程度ぐらいが望ましいと、当然税収が上がったり下がったりする中でこの

程度ぐらいは、私が聞いてるのはこう上がったり下がったりしてもどうしても確保

しなければならないものなので適正な金額ですね予算額が予算編成の段階で定めら

れて議論されて定められているのかどうか、その点をお尋ねしたいということで

す。意味わかりますかね。そんならあとでいいです。（発言する者あり） 



－34－ 

○委員長（徳並伍朗君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 有道委員さんが質問されましたそれぞれの何々協会とか何々

協議会とか負担金の問題なんですが、１点だけこれを具体的にちょっと教えていた

だきたいのですが、１３１ページに電信電話ユーザー協会というのがございます。

電信電話というのは非常に懐かしい言葉だと思うんですが、昔は電信電話局って言

うことだったんですが、これがＮＴＴに代わりそれぞれ組織が変わりながらきたわ

けですが、まだいまだに電信電話ユーザー協会とどういうものをやってるのか、こ

れ私も以前は入れていう話があったんですが、２０年ぐらいたってると思います。

いまだに何も入ってないんですが、さしたる影響もない、ただ有道委員が言われた

ように今まであったからそのまま置かれたのか執行部の答弁では精査したとおっし

ゃったんでその辺のお聞きしたいのが１点。それから１３７ページに広報作成経

費、いわゆるですね広報誌の中で今年の新年号も見させていただきました。かって

今日美祢市においては議会だよりはもう廃止しようじゃないかということでできる

だけ市報に少し隅っこでもいいから載せてもらって議会だよりは廃止をした経緯が

あるわけですね。しかしながら今年の新年号見させていただきましたが議長の新年

のあいさつもない。それから１月の何日じゃったか臨時議会やりました。このこと

も広報されておりません。ここ最近議会のことは何にも載ってない状況になってる

んですが、今後これをどのように取り組まれるお考えなのか、議会が全く載らない

ということになればまた議会だよりということも考えていかなくちゃならないとこ

のように思っております。この辺は、議長がどのように支持されたかわかりません

が、私が知る限りでは今年の新年号にも議長のあいさつすらなかったというふうに

思っております。それから同じ１３７ページ合併の１周年記念事業の計画内容がい

わゆるイベントの内容がわかれば簡単にご説明いただきたいと思います。それから

次に１３９ページ土地開発基金がかなりあるわけでございますが、おそらく基金の

中には土地も入っておると思います。土地代が６，４３２万あるわけですが、これ

のずっと同じような数字があがってきておるわけですね、土地開発基金そのものの

性格からして少し馴染まないんじゃないかなあというふうな気がします。この辺の

経緯とそれから、このままずっと置いてあってまた今年もいくらか繰入金をすると

いうことになっております。制度上繰入金を入れるのはいいわけですが、当面この

土地開発基金の使い道がないならば、私はやはり現金が１億数千万もあるわけです

から土地開発公社にでも、もう少し融通をして金利負担を下げていくというような
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工夫もお考えかどうか以上４点についてお尋ねをいたしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） まず１点目の電信電話ユーザー協会負担金の件なんで

すが、これは竹岡議員が言われたように予算要求、予算編成の段階で必要かどうか

という議論はあったんですけど、詳しいどういういきさつかというのを私は覚えて

おりませんので、後程説明させていただけたらと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 竹岡議員のご質問に対応いたします。

１３７ページ０１５でございますが、合併１周年記念事業でございます。４月４日

に記念式典を行うということを申し上げたところでございますが、その記念式典で

は、まず市章等の発表を行うこととしております。それから合併の功労者の表彰、

これも行うこととしております。合併時の功労のあった方々の表彰ということでご

ざいます。そして日にちは４月４日ではございませんけれども、ＮＨＫラジオの公

開番組も美祢市のほうに誘致していくということを計画しております。それから、

市の花木も発表することにしておりますが、その記念植樹も行うとしております。

そして、記念式典のあと記念イベントといたしまして、観光を大きくＰＲするため

のイベントを開催する予定にしております。 

○委員長（徳並伍朗君） 古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 広報の件でございますが、議会だよりの

廃止についてのその辺のいきさつっていうのは、ちょっと私も詳しくは存じません

が、また議会の方のサイドとも十分に協議しながらどういうふうにしていったらい

いかということを対応して参りたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 先程、竹岡委員さんの方からご質問がありました

土地開発基金の繰出金ということでございます。先程言われましたように、土地開

発公社への補助金を検討したらどうかという、すみません、貸付金でございます。

土地開発公社の方への貸付金をしたらどうかということでございましたが、ちょっ

と今、即答をしかねますが、検討させていただきたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ユーザー協会のこともあとですからいいんですが、広報作成

につきましては、議会と調整ということですからいいんですが、合併の１周年記念
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事業は４月４日と定めてあるわけですが、桜まつりとジョイントしてやるっていう

話は一向に出てこないんですよね。桜まつり実行委員会の方としては、これに４月

４日ということで準備をされておられるんですが、それとの関連もちょっと、いま

いちよく分かりません。それから、土地開発基金の問題は２１年度末で一応４億

８，６１５万８，０００円ということに残高がなる予定でございますが、その内２

億３，５００万は土地開発公社の方に貸し付けてる、せっかくそこまで貸し付けて

あるわけですから、現金が１億８，６８３万８，０００円ですか、あるわけですか

ら、ついでにって言ったら悪いんですが、ここから土地開発公社に金を貸してると

いわゆる内部金利がいらないということで、非常にいいわけですが、そうした効率

のいい運用をされる気持ちはないかとお尋ねをしたわけです。それから、もう一つ

は土地の問題６，４３２万、この土地を例えばもうずっと買って、元々土地開発基

金というのは、緊急を要した時に公共が取得して、それをまた公共事業なり、いろ

んなことに使うわけの性格であろうと思うんですね。そうすると、これが即そうい

うものに当てはまらないというならば、一般会計で買い取って処理をするのか何ら

かの方法を取られて、本来の土地開発基金の運用を図れるべきじゃなかろうかとこ

のように思うんですが、いかがでございましょうか。 

○委員長（徳並伍朗君） 波佐間総務部長。 

○総務部長（波佐間 敏君） 只今の竹岡委員のご質問ですけれど、委員さんご指摘

のとおり土地開発基金の性格は緊急将来的に公共用地として必要な部分を先行的に

取得して、その事業の必要が生じた時に行政財産として、活用していくという意味

での基金の資金としての確保している基金でございますけれど、まず土地の保有と

して６，４００万の土地があるわけですけれど、この土地の利活用につきまして、

公共施設等の必要性が生じれば当然ながら一般会計とかで買うわけですけれど、現

時点ではそういう計画が今のところないという、そういう遊休土地という状況にな

っております。併せて先程言われました土地開発公社への貸付金それも、この土地

開発基金そのものが現在の美祢市としてどれだけの基金額が適正か必要かというこ

とになろうと思うんですけれど、合併時に合併以前に旧町のほうにおかれては、以

前あった基金を土地開発基金のその必要がないということでなくされた経緯もござ

いまして、新美祢市としてもその土地開発基金がどの程度必要かという議論もした

わけですけれど、現時点では４億８，０００万程度の基金を有しております。この

基金を実際に活用する頻度その必要性が今低いという部分を考えますと、土地開発
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公社への貸付金を資金を有効活用するほうが市全体としては、ベターといいます

か、有効活用であるというふうには認識しております。先程財政課長が申しました

ように今後その点を踏まえまして考慮考えていきたいというふうに考えます。 

○委員長（徳並伍朗君） 他にありませんか。はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 先程は一般会計の相対的なマクロ的なお話をさせていただき

ました。今回はちょっとミクロ的なそういったお話をしていきたいと思ってます。

（発言する者あり） 

○委員長（徳並伍朗君） 質疑をなしと認め、質疑を終わります。（発言する者あ

り）暫時休憩をいたします。午後１時より始めます。 

午後０時１０分休憩 

 

    午後１時００分再開 

○委員長（徳並伍朗君） 休憩前に続き会議を開きます。石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） それでは、大中委員の市外の滞納者の件、そ

れから消滅事項に件につきましてご説明を申し上げます。２月末現在の全滞納者

２，２１５件でございます。滞納金額は３億３，９６０万円となっております。そ

の内市外に係るものが、件数にして３４８件、率にいたしまして１５．７％金額に

いたしまして、６，４６０万円、率にいたしまして１９％ということになっており

ます。それから、地方税法の１８条に５年間徴収権を行使しなかった場合、徴収権

の消滅事項という条項があります。今年度末で５年間ですから１５年度以前のもの

については、時効が成立するということで次におきまして、徴収権がもう行使出来

ないということになります。２０年度につきましては、今から事務処理をするわけ

でございますが、１９年度の数字で申しますと件数にいたしまして、２０４件１，

１９４件の内２０４件が時効が成立しております。率にいたしまして１７．１％金

額にいたしまして、９，８５０円の内１，７００万円、率にいたしまして１７．

８％になろうかと思いますが、時効ということで処理させていただいております。

補足をいたしますが、時効をとめる手当っていうのはどうしても必要なわけでござ

います。民法それから地方税法の規定によりまして、滞納金額の承認、差し押さえ

交付要求により、差し押さえをとめるということを我々は取っております。従いま

して今年度２０年度におきましては、１５年度以前のものについて、時効をとめる

措置を我々は取っておるところでございます。 
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○委員長（徳並伍朗君） その他、質疑はございませんか。田辺総務次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 先程の竹岡委員のご質問ですが、電信電話通信ユーザ

ー負担金についてであります。その負担金については、電信電話ユーザー協会を脱

退することも検討いたしましたが、最終的にこの協会に加入することによりまして

最新の情報通信の動向の把握が出来るというのと、ここは電話対応の教育研修を行

っておりまして、電話対応コンテストですとか、講師を派遣したりということも行

っております。これらに参加あるいは、研修を実施することによりまして、職員の

接遇の向上のためには有益ではないかということを考えた結果、予算に計上させて

いただいております。 

○委員長（徳並伍朗君） その他、質疑はございませんか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 税の収納の件ですが、これは財産をオークションにかけると

かいろいろ書いてありますが、まず、機械的に取立てをするのではなくて、その家

庭、家庭に事情があると思います。そういうのにいろいろ中身を親身に寄り添って

というか、そんなふうにいろいろ手立てが必要なのではないでしょうか。それと、

これは後から出てくることなんですが、心配事相談の件がありましたが、この心配

事相談も地元の、例えば綾木地区で心配事があったとします。旧美東で心配事の相

談があった場合に心配事で行かれる人は美東町の方なんですが、心配事を受けられ

る方が地元の人では話しにくいと、やはり秘密は堅く守られるとしても、やはり内

部の事業とか知られたくないというのもあるので、心配事に行きやすいような、心

配事の中には多分納税相談とかいろんなことがあると思いますので、相談に行きや

すいような体制をするのが大事ではないでしょうか。それと税の未収額を見た場合

軽自動車税がたくさんありますが、収入未済額の中にありますけど、２２年度から

税金をバーコードでコンビニで払えるようになるっていうのがありますけど、それ

を前倒ししてでも払いやすいようにするのがいいのではないかと思います。やはり

軽自動車税は若い方たちが税金を払う機会がないっていうか、そういうので未済額

がたくさんあるのではないかと考えますので、その税金を払いやすい体制をするこ

とも大事ではないでしょうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（徳並伍朗君） 石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） 地方税の徴収につきましては、徴収の規定が

なくて、国税徴収法の規定を準用しております。それによりますと督促状を発布し

た日から起算して、１０日を経過した日の翌日から差し押さえをしなければならな
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いということに規定をされておるんですが、当然そんなことは出来ないのが現状で

ありまして、必要に応じて私どもはご自宅に臨戸もいたしますし、お手紙も書きま

すし、機械的に差し押さえ等をしているということではないということはご理解い

ただければと思います。あくまでも差し押さえというのは、最終的な処分というこ

とで考えておりますので、その辺のところはご理解いただけると思うので、税負担

の公正公平性というのは、大変大事なものだというふうに考えております。それか

ら先程の私が話したことを重複しますけど、心配事相談等をご活用されて納税相談

をされるのもよろしいかと思いますが、やはり私どもの職場においでになるなり、

もし来られなければ来てほしいということで、ご連絡いただければ必要に応じて納

税相談はさせていただいておりますので、とにかく私どものほうにご連絡をいただ

いて納税相談をいただきながらまた、分割のお話をさせていただければというふう

に考えております。コンビニ収納につきましては、現在美祢市では取り組んでおり

ません。都市部の地域では、自治体では取り組んでおるところでございます。これ

がなかなかどうして進まないかといいますと、コンビニ収納の場合は手数料が発生

いたします。コンビニに支払う６０円から７０円の手数料があるということ、発生

するということでなかなか行き渡らないところがあるわけでございます。ちなみに

今現在美祢市におきまして、金融機関でお支払をされた場合の手数料というのは２

０年度まではお支払をしておりません。今後、他市町の動向を見まして、また納税

者の利便性を考えながら検討してまいりたいと思います。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、三好委員。（発言する者あり）石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） 現在のところ２２年度コンビニ収納を始める

っていうことは美祢市では考えてはないと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） いいですか。羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 午前中、南口委員さんの方のご質問にお答えした

いと思います。１点目の投資的経費の中の普通建設事業費の単独と補助の割合とい

うことでございました。一応平成２１年度の予算につきましては、補助が１１億

９，０６２万２，０００円、単独が８億５，７０５万９，０００円ということで、

率にいたしますと補助事業が５８％、単独が４２％となっております。それと２点

目の扶助費の補助と単独ということで、これにつきましては平成２１年度の予算の

中の分析というのがなかなか決算統計等の分析の方法によるということで、ちょっ

と、今時間的に困難ということで、平成１９年度の決算の中でお話をさせていただ
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きたいと思いますが、平成１９年度の決算の状況では補助が全体の７１％、単独事

業が２９％の内訳となっております。それと、扶助費の全体の事業費の１０．４％

の比率がどの程度が適切かっていうふうなご質問だったと思いますが、この部分に

つきましては、要は単独事業が率が高くなれば一般財源もそれに伴って負担が大き

くなるということで、率的なものは現在のところ考えておりません。この程度の率

がいいっていうことは今はちょっと考えておりません。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） 先程、田辺総務次長が言われました、竹岡さんのご質問に

今、答えられた、どうしても必要ということですか。ちょっと、意味が分からない

んですけど、電信電話ユーザー協会のことを言われました。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 必要と考えて計上させていただいておるということで

ございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） 私、去年もこれを持ち上げたんですけど、じゃあ市役所の職

員を派遣したり、いろんな勉強会をやられたんですか。その実績をちょっと言って

下さい。 

○委員長（徳並伍朗君） 田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） ２０年度については、研修に派遣の実績はありませ

ん。２１年度については、行かせるように考えております。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） それでは、私の質問に波佐間部長が答えられたんです。やり

ますって言われてますよ。こういうことで予算を組んでおると、市役所の職員の電

話の応対の仕方からいろいろこういうんで必要だと、私はこのたった６，０００円

ですから例としてあげただけですけどね、他に負担金の見直しっていうのをどうし

ても必要だったらあれですけど、いらないものはそういうふうにしてカットされた

らどうかという質問の中で一番金額の少ないやつを３月に去年ですか、申し上げた

んですけど、どう見てもあんまり長くなってもいけませんから言いませんけど、必

要というふうには見えませんので、あしからず。 

○委員長（徳並伍朗君） その他ありませんか。はい、安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 午前中にお伺いした件なんですが、委員長のほうで他の方に
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ご指名があったんで、私とすればもう少しお聞きをしたかったことがあったんで

す。要は外部監査を受けて監査報告に基づいて健全化計画を立てると健全化計画は

別の部署で立てられるということだろうというふうに思います答弁からすると。そ

うすればどこが担って予算措置は取られておるのか、あるいは必要はないのか、あ

るいは次の年度にやるのか、その辺のことをお答えをいただきたい。 

○委員長（徳並伍朗君） 羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 今、安冨委員さんのご質問でございますが、観光

会計の資金不足比率ということで、先程からお話が出てます外部監査の委託料が計

上されておるわけですが、それ以外の会計の中では予算の計上はいたしておりませ

ん。 

○委員長（徳並伍朗君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） ですから、挙がってないと思うんですよね、私は思うんです

よね。この計画作りそのものは、だけども実質的には今、総合計画なり観光振興計

画が新年度で進むわけなんです。監査報告を受けて、改善計画は当然いるわけなん

ですが、その結局時間的なズレが出てくるんじゃないかと思うんです。そういう中

で取り組むんであれば、ですから執行部の方でどういうふうに考えておられるかっ

ていうことを事前に聞いておきたいということです。外部監査を受けてどれぐらい

で監査結果といいますか、報告が出るのか、その時には計画作りがある程度片付い

てたら、別に立てんにゃいけんわけじゃない、そうすれば何だかんだまた財源措置

なり必要になるかもしれません。そういうことは考えておられないのかっていうこ

と。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 今の外部監査の話も含めてですが、やはり２０年度の決算を

やって、この２１年の９月議会では健全化法に基づいた各指標のことも内部監査と

しても意見書を付けて出すことになると思います。去年は１９年度の決算は、一応

参考ということでなってましたが、２０年度決算から正式にもしそうした資金不足

が大幅に不足しているというような指数が出た場合は外部監査を受けるということ

になっております。そこで、どうせ観光会計の時にも出ると思うんですが、観光振

興の総合計画策定事業が７００万ちょっと予算が組んであると思うんですね、おそ

らくこれはそうした外部監査のあるいは、内部監査等の意見を受けてから策定委員

会というものをこしらえられて、取り組まれるんじゃなかろうかと、しかしながら
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今、安冨議員が言われたように１１月には総合計画をまとめなくちゃいけない、そ

うした時間的に非常に狭まった中で、どういうふうに取り組まれるのか併せてちょ

っとお聞きしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 暫時休憩を３０分まで休憩いたします。 

午後１時２０分休憩 

 

    午後１時３０分再開 

○委員長（徳並伍朗君） 休憩前に続き会議を開きます。羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 先程ご質問ありました竹岡委員さんのご質問にお

答えいたします。先程お話にありました総合計画あるいは地域振興観光計画等につ

きましては今後のスケジュールを調整させていただきたいと思っておりますのでご

理解いただきたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） それと、先程西岡委員さんの質問に佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 先程の西岡委員さんのご質問にお答え

を申し上げます。２０年度におきまして、来福台の方で３区画販売出来たところで

ございます。それに伴う金利負担がどのようなというふうなお尋ねかと思いますけ

ど、その関連する借入利息はおよそ１．３％でございます。従いまして、金利負担

の軽減となるのは、約２２万円というふうに聞いております。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 他に質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（徳並伍朗君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

次に民生費を議題といたします。五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それでは、民生費についてご説明をいた

します。予算書の１６２、１６３ページをお開きいただきたいと思います。まず、

民生費の社会福祉費の目１の社会福祉総務費でございますが、１６３ページの００

２社会福祉総務経費でございます。次のページをお開きいただきたいと思います。

社会福祉協議会の運営費補助金でございますが、６，８１４万４，０００円でござ

います。これは人件費１４名分が主なものでございます。００５民生児童委員活動

事業でございますが、１，１０６万３，０００円計上しております。民生委員１０

６名いらっしゃるわけでございますが、この民生委員さんの活動事業費でございま

して、財源といたしまして、県支出金を６７５万９，０００円程見込んでおりま
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す。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） それでは続きまして、障害者福祉費で

す。主な事業として００１障害者福祉経費において相談支援事業委託料として３０

６万円です。これは、障害者の日常生活サービス利用等についての相談支援事業委

託料です。それから通所サービス利用促進事業補助金１２０万円です。これは通所

による生活介護自立訓練等の各事業所において行う通所サービスの利用について利

用者の送迎を行う際に要する費用について補助する事業で４分の３の県補助があり

ます。福祉タクシー助成事業扶助として８９９万１，０００円を計上しておりま

す。対象者は身体障害者手帳１、２、３級及び療育手帳の交付を受けられた方とな

ります。００２障害者自立支援給付事業です。１６６、１６７ページをお開き下さ

い。電算システム変更委託料として３３０万円を計上しております。これは平成２

１年度の法改正により報酬算定に関する大幅な見直しが行われます。この為のシス

テム改修費用で現時点では歳入は見込んでおりませんが、補助事業となる見込みで

す。自立支援医療費扶助として２，３７０万円、これは人工透析治療、心臓手術、

人工関節置換手術等への厚生医療に対する医療費の公費扶助です。補装具給付扶助

として８３０万円、介護訓練等扶助として３億７，６８６万４，０００円、これは

障害者自立支援法に基づく介護給付訓練等給付事業費です。これら３事業につきま

しては、国４分の２、県４分の１が特定財源となっております。００３地域生活支

援事業におきましては、指定管理料として１，１７５万円です。これは地域活動支

援センターひので及びあじさいに対する指定管理料です。指定管理者として、美祢

市社会福祉協議会を指定しております。１施設あたり国１５０万円、県７５万円の

定額補助があります。日常生活用具給付扶助６４９万９，０００円です。障害者児

に対する情報通信装置、手すり等の居住環境整備ストマ等の日常生活用具の給付事

業です。日中一時支援扶助２７０万４，０００円です。これは障害者児の日中預か

り事業です。地域生活支援事業においては、基本的に国４分の２、県４分の１が補

助となります。００８特別障害者手当等給付事業です。特別障害者手当として６３

４万６，０００円、障害児福祉手当３７９万７，０００円で、在宅の重度障害者及

び在宅の重度障害児への支給となります。国が４分の３を負担いたします。１６

８、１６９ページをお開き下さい。０１１デイケア推進事業委託料です。コアラハ

ウスにおいて、心身障害児に対し、音楽療法、医学療法等の療育訓練を実施する事
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業として４６０万９，０００円、県から１４５万４，０００円の補助があります。

続きまして、老人福祉費です。００１老人福祉経費は高齢者の福祉の向上の為の経

費となりますが、うち老人医療事業特別会計繰出金１９４万７，０００円、介護保

険事業特別会計繰出金４億５，１５１万５，０００円を計上しております。００２

老人保護措置経費につきましては、老人保護措置委託料２，９８５万６，０００円

を計上しております。これは養護老人ホーム、山口市の秋楽園、下関市の春光苑へ

措置委託料です。特定財源として利用者負担金３２７万６，０００円を計上してお

ります。００３生きがい対策事業として２，５５３万円です。報償金これは敬老祝

い金ですが、８０歳、８８歳、９０歳、９９歳の節目の年齢及び１００歳以上の方

に対する祝い金、これは敬老年金支給事業につきましては、地域活性化生活対策臨

時交付金事業としております。それから、敬老会に出席を出来ない高齢者のお祝い

金代として全体で１，５８９万３，０００円を計上しております。敬老会開催委託

料として６７８万円を計上しております。００４社会福祉施設整備費補助事業、新

規事業といたしまして、地域介護・福祉空間整備等交付金１，５００万円です。認

知症高齢者グループホーム建設に伴う補助金です。全額国からの補助となります。

００５社会福祉法人利用者負担額減免措置事業として１８２万２，０００円です。

低所得者が社会福祉法人の施設を利用する際に利用者負担軽減の為、利用料の一部

を市が負担する制度で県から４分の３、１３６万６，０００円の補助があります。

１７０、１７１ページをお開き下さい。００７生きがい活動支援通所事業、生きが

い活動通所サービス事業委託料８８０万円です。これは自立認定者に対するデイサ

ービス事業で財源として１３２万円の利用者負担があります。００８緊急通報装置

整備事業委託料として４７２万８，０００円、これは日常生活上注意を要する高齢

者宅に緊急通報装置を設置し、自立した生活を援助する事業で、２月末で３０２台

を設置しております。１３５万７，０００円の利用者負担金を計上しております。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 引き続きまして、４の福祉医療助成事業

費でございますが、福祉医療助成事業費といたしまして２億１，６１３万５，００

０円の計上でございます。これにつきましては、県支出金が９，１４４万９，００

０円でございます。重度心身障害者分それから乳幼児分、母子家庭分とあるわけで

ございますが、乳幼児分におきましては現在１歳までを所得制限の撤廃をしており

ますが、８月１日の受給者証の更新時から１歳を３歳まで引き上げる予定でござい
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ます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 続きまして老人福祉施設費です。００２

共楽荘運営事業として６，１５８万１，０００円を計上しております。現在４７名

の方が入所されております。利用者負担金及びショートステイ利用料等諸収入を充

当しております。１７２、１７３ページをお開き下さい。１７３ページの一番下に

なりますが、００３秋楽園組合運営事業です。次ページをお開き下さい。養護老人

ホーム秋楽園組合負担金として１，０９４万円を計上しております。山口市及び美

祢市で構成する一部事務組合への負担金となります。続きまして８番、老人福祉セ

ンター費です。００１老人福祉センター運営管理経費、指定管理料といたしまし

て、３８３万１，０００円を計上しております。００２老人憩いの家管理経費４３

３万７，０００円です。これは、厚保、豊田前及び嘉万老人憩いの家、３施設の管

理経費となります。１７６、１７７ページをお開き下さい。００３カルストの湯管

理経費６６５万６，０００円です。入浴料２４８万１，０００円を充当しておりま

す。うち施設整備費３３万６，０００円につきましては、広く市民の皆様へ周知を

する為に看板設置工事を実施する予定としております。００４高齢者コミュニティ

ーセンター管理経費の内、指定管理料９３万円を計上しております。 

○委員長（徳並伍朗君） 山根市民課長。 

○市民福祉部市民課長（山根和彦君） 続きまして、同じページの国民健康保険費で

ございます。これは国保特別会計への一般会計繰出金でございます。予算額は１億

９，３０５万７，０００円で特定財源としましては、保険税低減等に係る国庫支出

金７２５万３，０００円、続きまして１７８ページでございますが、県支出金７，

６９１万７，０００円を計上しております。続きまして、後期高齢者医療費でござ

います。後期高齢者医療に係る山口県後期高齢者医療広域連合への負担金、後期高

齢者事業特別会計への繰出金等を計上しているものでございます。予算額は５億

７，８５８万４，０００円で、特定財源としましては、特別会計で支出する後期高

齢者医療電算システム開始に係る国庫補助金１９９万５，０００円、また同じく特

別会計で支出する後期高齢者の健康診査に係る広域連合からの検診事務手数料１２

３万９，０００円は事務費繰出金２，１７１万９，０００円の財源となっておりま

す。また県負担金９，８３１万８，０００円は保険基盤安定繰出金の４分の３の財

源となっております。以上でございます。 
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○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それでは引き続きまして児童福祉費につ

いてご説明をいたします。児童福祉総務費でございますが、００１番でございま

す。印刷製本費といたしまして、子育て情報誌を３９万７，０００円で印刷をする

ようにしております。業務委託料でございますが、次世代育成支援行動計画策定業

務といたしまして、前期の計画は平成２１年度で終了いたします。後期５年分を２

１年度において策定をするものでございます。続きまして、私立保育園児童遊園営

繕費補助金でございますが、１８０万円でございます。続きまして、幼児保育振興

費補助金３９９万円でございます。引き続きまして、１８０、１８１ページをお開

きいただきたいと思います。児童クラブ運営事業でございますが、指定管理委託料

及び児童クラブの運営委託料といたしまして、併せまして２，４４１万１，０００

円の計上でございます。これにつきましては、県支出金を１，０１７万４，０００

円、それから利用者の負担金として２１９万６，０００円をあてております。続き

まして００７番でございますが、延長保育事業でございます。１，７１９万６，０

００円を計上しております。これにつきましては、国庫補助９３９万６，０００円

を見込んでおります。引き続きまして、００８番地域子育て支援拠点事業でござい

ますが、２５９万６，０００円見込んでおります。県支出金といたしまして、１７

１万７，０００円３分の２の事業でございます。続きまして、０１１でございま

す。ファミリーサポートセンター運営事業でございますが、これにつきましては、

平成２１年度の新規事業といたしまして、仕事と子育ての両立を支援することを目

的に育児の援助を受けたい人と行いたい人がそれぞれ相互に会員組織を設立をいた

しまして、援助するものでございまして、２１１万９，０００円を計上しておりま

す。これにつきましては、国及び県がそれぞれ４分の１の補助がございます。引き

続きまして、２の児童措置費でございますが、一時保育事業といたしまして、８１

万円を計上しております。続きまして、私立保育園保育委託事業でございますが、

２億２，２７６万９，０００円を計上しております。これにつきましては、私立保

育園４箇所でございますが、国庫支出金といたしまして７，２０９万９，０００円

それから県支出金といたしまして３，７４０万１，０００円を見込んでおります。

それと、保育料といたしまして５，１７１万１，０００円でございます。続きまし

て、児童手当支給事業でございます。非被用者児童手当から下五つあるわけでござ

いますが、合計で１億７，５８９万円を計上いたします。人数といたしまして、２
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万６，４１７人を見込んでおります。これにつきましては、国庫支出金が８，０４

９万８，０００円、それから県支出金が４，７６９万３，０００円でございます。

引き続きまして、１８２、１８３ページをお開きいただきたいと思います。３の母

子福祉費でございますが、００２児童扶養手当給付事業でございますが７，３４５

万７，０００円を計上いたしております。これにつきましては、国庫支出金が３分

の１、２，４４８万５，０００円でございます。引き続きまして、４番の児童福祉

施設費でございますが、００２公立保育園運営経費といたしまして、１億５，３３

１万２，０００円を計上しております。これにつきましては、平成２１年度から大

田及び嘉万の保育園を現在１歳児からの受け入れをしておりますが、０歳児からの

受け入れ、それから真長田保育園につきましては、２歳児の受け入れを１歳児から

実施をするようにしております。それと、秋芳の３保育園につきまして土曜日を一

応終日保育ということでございます。財源につきましては、国庫４１７万６，００

０円、それから県１８３万３，０００円、負担金といたしまして、これは保育料に

なるわけでございますが、７，４９４万６，０００円を見込んでおります。引き続

きまして、１８４、１８５ページをお開きいただきたいと思います。００３番でご

ざいますが、児童センター運営事業でございますが、これは嘉万児童館でございま

すが、３２４万２，０００円を計上しております。続きまして、００４番子育て支

援事業でございます。１９７万３，０００円を計上しております。これは、美東及

び秋芳の子育て支援センターでございます。引き続きまして、１８６、１８７ペー

ジをお開きいただきたいと思います。３項の生活保護費でございますが、生活保護

費の２扶助費でございます。総額で２億４，９３５万９，０００円を計上しており

ます。これにつきましては、国庫支出金が１億８，７０１万９，０００円これは４

分の３でございます。それぞれの詳細におきましては１８６、１８７ページから次

のページ１８８、１８９ページへそれぞれの扶助費が掲載をしてございます。現在

１０３世帯１３１名の方が生保を受けていらっしゃいます。 

○委員長（徳並伍朗君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） 児童福祉施設費ということで、大田と嘉万が１歳児から０歳

児の幼児の受け入れと、真長田が２歳から１歳の幼児の受け入れを年齢を引き下げ

て受け入れをしたということで、これについては大変いいことじゃないかというふ

うに思っております。ただ、この今言われた大田、嘉万、真長田の３箇所でこうい
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うことを実施するということですが、他の保育園施設については保護者から地域か

ら等の要望がないからこういった形を取らないのか、それとも今後年次的にそうい

った計画を立てられて進めていこうとしておられるのかということをちょっとお聞

きしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 西岡委員のご質問にお答えいたします。

その他の保育園でございますが、赤郷と綾木の保育園につきましては、僻地保育所

になっておりますので、ちょっと番外になってまいります。その他の保育園につき

ましては、それぞれ伊佐なり秋吉等につきましては、０歳児からの保育を実施をし

ておる状況でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） ということは、僻地保育園ということは、もうそこは除外し

て、今後そういうことはしないということで考えてよろしいのかということと、僻

地保育ということですが、例えば例をあげて地元のことを言って申し訳ないんです

が、豊田前保育所も僻地保育になっておると思いますが、矯正施設が出来まして、

実はよく相談を受けるんですが、刑務官同士が今、５組程結婚されて子供が何人か

出来るということをお伺いしております。実は女性の刑務官の離職率が激しくて、

なかなか定職にならないということ、そういった人材の方を確保しておきたいとい

うことで、近くに子育ての、子育てが出来るというか、保育が出来る施設を何とか

出来ないでしょうかというような相談も受けております。今、言われるように僻地

保育だとそれが番外だということでありましたら、なかなかそれが難しいのではな

いかなっていう気がしましたが、その辺は今後どういった形に出来るか分かりませ

んが、そういった方向性が出来るものかどうか何らかの処置が、そういった方向が

分かればちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 只今の僻地保育所の問題ですけども、僻地保育所は

一応条例上２歳からという現在は基点となっております。これにつきましてはいろ

いろな設備の問題であるとか、配置基準の問題等ございますので、今すぐ認可保育

所の取扱いというわけにはちょっといかないだろうなというのは、私の考え方で

す。ただ、豊田前なんかでしたらまだ民間の保育所もございますし、その辺のご利

用をしていただければ一番いいのかなと、距離的にも１０キロもないところですか
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ら、その辺でのご利用をお願いをしたいということと、もう一つ真長田とか別府が

まだ０歳になっておりません。これは設備的にちょっと今の設備では０歳児が預け

られるようになってないというのが一つ現状はあります。将来的にはこの辺も含め

て設備の改修、そして認可保育所についてはすべて０歳児からお受けをするという

方向で今後も考えていきたいとは思っております。 

○委員長（徳並伍朗君） 有道委員。 

○委員（有道典広君） １６９ページの私ちょっとよく分からないんですけど、老人

保護措置委託料って、これちょっと具体的にどういうものか教えていただければと

思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） この００２老人保護措置費委託料につき

ましては、市外への施設に入居されてる方の措置費となります。山口市の秋楽園へ

１１名、下関市の春光苑のほうへ３名入所されておりますので、その方に対する生

活費等を市が負担していることでございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） ありがとうございました。ちょっとこれとはまた別ですが、

私立保育園の保育委託事業とかあります。それと後、公立保育園の費用がいろいろ

書いてありますけど、私立保育園の園児と公立保育の園児の数を教えていただけれ

ばと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 私立保育園でございますが２，９２８

名、平均で１箇月２４０名見ております。（発言する者あり） 

 公立保育園につきましては、ちょっと資料を今、持ちあわせておりませんので、

あとでご報告をさせていただきたいと思います。 

○委員（有道典広君） いつ頃になりますかね、質問期間が終わったら質問が出来ん

ことになるから、出来れば早くお願いします。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 公立保育園でございますが、１箇月２５

０人を見ております。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） ざっと見て、私立と公立は同じ人数と考えてよろしいです
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ね、となると私立保育園の今、委託料とかいろいろありますけど、公立保育園もあ

りますが、これは入園料はどうなっとるんですか、入園料というか園児の保育料で

すかね。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 負担金になろうかと思いますが、これは

算出根拠は公立、私立とも同額でございます。同じ条件でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 有道委員。 

○委員（有道典広君） その金額はもう入ってるわけですか、この中に、見込んでお

るわけですか。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 私立保育園でございますが、保育料が

５，１７１万１，０００円でございます。続きまして、公立の保育園でございます

が、７，４９４万６，０００円でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 有道委員。 

○委員（有道典広君） となると、私立保育園の委託料２億２，０００万円と書い

て、あと５，０００万円をプラスしたりしますと、ざっと２億８，０００万弱です

かね、それで、２４０人で公立は２５０人で４億近くお金がかかっておりますね。

それとあと今言われた７，０００万円が別にいるわけで、見ておるわけですか。と

なると、ざっと考えてみますと、私立保育園は１００万円強で１人当たり運営され

てますけど、公立保育は１人当たり２００万円以上ぐらいかかっておると、こうい

う経費も今唐突には大変でしょうけど、いろんなことを考えれば私立保育園がずい

ぶん苦労なされておるのか、公立保育園が楽をなされておるのか、よく分かりませ

んけど、ちょっと私立保育園の方がキツイんではなかろうかと思って、今後も統廃

合とかいろんなご計画はあるかと思いますが、私立保育園の助成金というか、委託

料、私があっちこっち聞いてみますに、大変苦労されております。そういった面で

安い方のことはあんまり申し上げたくはないんですけど、その辺もこれだけ差がつ

いておりますと、ちょっといかがなもんかなあっと思いますが、その点はどうでし

ょう。 

○委員長（徳並伍朗君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 只今のご質問でございますが、ご指摘のとおり確か

に公立の保育園については若干私立に比べると高くついているのは事実でございま
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す。この辺は私立の方での保育園につきましては、それぞれの保育単価に基づいて

委託料を払っておりますので、こういう金額になっておるという状況でございま

す。これにつきましては、私立保育園につきましてはかなり努力をされているとい

うのは我々も感じております。公立保育園につきましても、今後いろんな面でこの

経費の削減というのは考えていく必要があると思っておりますので、これからの検

討の課題とさせていただきたいと、前向きにその辺は検討していきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） ありがとうございました。私がこういうことを言うのは、私

立保育園でも一部もう廃業したいというとこもあるそうです。どことは言いません

けど、そういう私立保育園も苦しいと聞いておりますので、その辺の考慮と公立保

育園のいろいろ差をうめるべく、皆一人一人が同じ平等っていっても地域によって

は多少の誤差は出てくると思いますけど、こういうことも兼ねた一つ運営していた

だきたいと、どうしても私も前に申し上げましたけど、子供が育てやすい美祢市、

生みやすい美祢市っていうのを望んでおりますので、頑張ってやっていただきたい

と思います。ありがとうございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） 福祉タクシーのことについてお尋ねします。合併する前、美

東は福祉タクシーが充実しとったみたいで、よく利用されて外出もしておられまし

た。合併後に利用券の値段も上がって枚数も減ったということなんですが、今回の

助成金は扶助金は削減されたのでしょうか、ちょっと数字的にちょっと今、分かり

ません。手元にないので分かりませんが、これが１件と。それから敬老会が昨年あ

りまして、美東の場合はホテルで２回に分けてあったんですが、これがよかったと

いう方もおられましたし、あれは、あねえなことはせんでもええ、無駄じゃったと

言われた方もありましたし、それから公民館でやったらどうかと、そして地元の仕

出し屋さんを使ったらどうかっていう意見もいろいろありましたが、これについて

再度ちょっと市民の皆さんの意見を聞いて行ってほしいということと、先日カルス

トの湯に行きましたら、意見があったので行ってみたんですけど、月水金日と毎日

ではなくて、隔日だったのでこれを毎日にやってほしいということと、それから時

間が夏、冬時間がありまして、同じ時間にしてほしいということと、今、現在は１

時間ぐらい延ばしてほしいという意見もありました。そして、夏冬あると迷ってし
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まうから同じにしてほしいという意見もありまして、そういう面を皆さんの要望を

聞いた場合に委託料がこれでは従業員の方が今２人ですが、３人かになればこの委

託料が少ないのではないかと思いまして、そういうのも考慮されて、カルスト湯の

管理経費を増やしていただきたいなということについてお考えをお尋ねいたしま

す。 

○委員長（徳並伍朗君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 三好委員のご質問にお答えします。最初

の福祉タクシー助成事業の件ですが、昨年度は１，０１５万円計上しておりまし

た。今回につきましては、平成２０年度の実績見込みも考慮いたしまして、１万

７，９８２枚と端数になりますが、それで予算を計上し８９９万１，０００円とし

ております。この助成につきましては、基本料金５００円、それを１箇月２枚当た

りということで配付をし、年間で４８枚のタクシー券をお渡しをしております。そ

れまで、合併前につきましては、秋芳、美東町においては３割負担をしていたとい

うことを聞いておりますが、県内各市の状況を見ましても、１枚５００円で基本の

料金を助成する、それをたくさんの人に利用していただいた方がいいということ

で、限られた予算でもありますので、同じような補償での対応としております。今

回少し２０年度についても減ったっていうことなんですが、やはりＰＲ等をして該

当になる人にはそれがきちんと周知されるような方法を取りたいと考えておりま

す。それから敬老会につきましては、旧美祢市の場合は各地区の社会福祉協議会に

お願いをし、そこで公民館単位ということで、いろいろな事業をしてもらっており

ます。先程月２枚と言いましたが、月４枚で年間４８枚です。失礼いたしました。

それから、敬老会の件なんですが、先程言いましたように旧美祢市では各地区の社

会福祉協議会で地区の皆さん、民生員の方とか、それから婦人会の方とか、そうい

う協議会の方とか、皆さんが一緒になって地区を盛り上げようということでされて

おります。秋芳、美東につきましては、婦人会がなくなったりとか、なかなかお手

伝いをしてもらえる方がいらっしゃらないということもありまして、今回につきま

しては敬老会の存続、敬老会の事業をすること自体がちょっとあやういというとこ

ろもありましたので、それであればホテル等を利用していただいて、１人いくらと

いう形で実施出来れば皆さんに喜んでもらえるのではないかということで、一応各

地域にお任せし、特色を出してもらった形で２０年度は実施をいたしました。ホテ

ルで行ったことにつきましても、秋芳、美東では大変よかったという意見もお伺い
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しております。今後につきましては、また新しい年になりましたら早めに全体での

会議を、もしどういう方法が一番いいのか、ただ各地区での自主性というのはやは

り大事にしないといけないと思いますので、意見を聞きながら実施をしていきたい

と思っております。それからカルストの湯なんですが、開館日というのが月水金日

ということで今開館をしております。先日、カルストの湯の運営協議会も開催いた

しました。その中で４日では少ないという意見もございました。時間につきまして

も冬時間であれば、５時半には終わるとか、なかなかそれでは業者の皆さんが使え

ないというところも言われました。ただ、高齢者福祉施設でありますので、やはり

体を休めてっていただくことは必要だとは思いますが、お風呂ではないというとこ

ろもありますので、やはり高齢の方がそこに集まって、談話をしたりとか、入浴を

していただいて、楽しい時間を過ごしていただくというのが基本ですので、そちら

の方を主として考えていきたいと思っておりますが、時間につきましては、また今

後協議会の意見もありましたので、それを踏まえ検討をしていきたいと思います。

管理人を２人から長くすることによって３人にっていうこともありましたが、現時

点では今、決められてる時間、日にちということで予算を組んでおります。今後に

ついて、この管理面についても検討をしていきたいと考えております。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） これは以前、南口委員も質問されたんじゃないかなあと思う

んですが、精神障害者っていうていいかどうか分かりませんが、精神障害者に対す

る行政サービスが県から市に移行してきたと、おそらく３年目か４年目になるんじ

ゃないないかなあという気がしますが、一つはひので作業所というところがあって

そこで通所サービスを受けられてる方もいらっしゃるわけですが、美祢市内にどれ

ぐらいの方がおられて、ひので作業所でどれぐらいの方が利用されているのか、そ

れから他に精神障害者に対する行政の何か施策をされておられるのか、その辺をち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 精神障害者につきましては、今、平成２

０年の４月１日現在で、手帳をお持ちの方が１６４名と聞いております。手帳だけ

ではなくて、障害者の年金証書、そういうものについても精神障害者という一応中

に入ってきますので、全体ではもう少し多いとは思います。先程のひので作業所な

んですが、ひので作業所には今、１０名の方が登録をされておりまして、精神障害
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者の方が８名、知的障害者の方が１名、身体障害者の方が１名、そちらの方で作業

をしていらっしゃいます。先程知的障害者について他に何か支援はっていうことが

ありましたが、１６５ページの方に障害者福祉経費で、下の方にありますが、美祢

地区精神障害者家族会補助金ということで、ひので作業所にいらっしゃる方々等、

その他の方もいらっしゃいますが、美祢地区精神障害者家族会というのを結成され

ております。そちらのほうへレクレーションとかいろんな行事を行われた場合に補

助金を出すような形で支援を行っております。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） そうすると、今、ひので作業所が唯一のということだろうと

思うんですね、県が所管の時は、例えば社会の適応訓練ということでそれぞれの企

業に受け入れてもらって、社会と適応するという為の事業というのがあったわけで

すが、現在は私ちょっと不案内でわかりません。県も市もそういうものはなくなっ

たわけでしょうかね、私が経験してるのでは、今やってるのはトライアル雇用とい

うことで、私自身も１名程預かっておるわけですが、当時ずっと社会適応訓練所と

いうことでやらしていただいてたわけですが、最近はその辺がどうなったか、再度

お聞きしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 今、県とか国の事業としてトライアル雇

用とか、職業安定所とか、そちらの方の事業は継続でありますので、そちらを利用

していただきたいんですが、県の事業といたしましては１６７ページの中断に知的

障害者職親委託料というのがあると思うんですが、県の事業としては一応なくなっ

たと聞いております。ただ、これは以前それまでに適応されてた方が今１企業あり

ますので、それは継続した形で今、１人の人に対してこの金額を一応その事業所に

委託として出している状況です。 

○委員長（徳並伍朗君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） よくわかりました。もう一点お尋ねしたいんですけど、里親

制度というのが実はあって、当然それに対する予算もちょっとあったやに見受けま

す。現在美祢市の中で里親制度でどの程度お子さんを預かっておられるのか、状況

が分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 先程の質問でございますが、里親制度に
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つきましてちょっと資料を持って上がっておりませんので、ちょっと今把握してお

りません。 

○委員長（徳並伍朗君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 後程で結構です。１７９ページに市里親会補助金というのが

４万１，０００円出てるわけですね、従って組織としてはちゃんとあるだろうと思

うんです。従ってその辺も後程お教え願いたいとこのように思います。さっき申し

上げましたトライアル雇用は国の制度であるからそちらの方をということですが、

今後市としては障害者１６０何名かいらっしゃるわけですね、中でもひので作業所

を通所利用している方は１１名ということで、非常に利用率が少ないわけですが、

それ以外の方はどういうふうになってるのかよく分かりませんが、市として引き続

き何らかの施策をお取りになるお考えはあるかどうかお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君） 今、障害者を考える場合精神障害者だけ

ではなくて、身体障害者、知的障害者、精神障害者と３障害の方がいらっしゃいま

す。今、やはり就労ということが一番問題になっておりますので、美祢市内には地

域活動支援センターが３箇所ですが、それから就労支援Ａ型が１箇所、それから就

労移行支援ということで１箇所、就労支援Ｂ型ということで現在２箇所あります。

そちらの方にいろいろ通われているんですが、やはり共同の受注窓口というのを設

けまして、やはり企業それから行政、そちらから役務の受注を行いまして、それに

基づき各作業所の方へお願いし、それぞれの工賃が上がるような手立てをこれから

考えていきたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 安冨委員。 

○委員（安冨法明君） この予算の概要説明書の方でお聞きをします。今、大変２１

年度の重点事業ということで、これはよくまとまっておるというふうに思うんです

が、この中で左側の下の方側の子育て支援の充実、定住促進ということで全くこの

辺がまちづくりにとって大きな課題になってくるというふうに思いますし、この度

国の景気対策といいますか、補正等によるところもあろうと思うんですが、新規事

業で何点か出ております。いいことだと思うんですが、これが例えば地域環境層の

中で近隣の市、特に山口、宇部、下関辺ですかね、この辺と比べて取られた措置が

近隣の市に比べていいのかどうなのか、これでもまだ全然足りんのかっていうこと

じゃないかというふうに思います。そういうことでこれはお考えをお聞きしたいん
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ですが、特に子育て支援ということについて、今計画作りが進むわけですから、隣

の市と比較して、美祢市の子育て支援特に児童、幼児、乳幼児っていいますか、そ

ういうものに対する対策っていいますか、事業がどうなのかっていうことを調べて

急ぎはしないんですが、計画作りに間に合うような対策を示されるようなことは考

えておられないだろうか。例を申し上げますが、よそより良くないと意味があんま

りないように思うんです。かつて視察先で要するに義務教育の頃、中学卒業までと

いうことだろうと思うんですが、医療費をタダにしたっていうところがあるんで

す。大変でしょうねって言うと、そうでもないって言われるんです。難病とかは除

いて子どもって割と元気であまり病気はせんと、こういうふうなお話でした。医療

費についても例えば、義務教育の間の子どもの数とか医療費っていうのはある程度

計算すりゃあ分かる、調べれば分かるんじゃないかというふうに思いますし、近隣

の市町に比べて、この計画作りの中で少しでも一歩先んじるような、一歩先に出る

ようなものが作れたらっていうふうに思いますんで、お伺いをします。 

○委員長（徳並伍朗君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 安冨委員のご質問にお答えします。今、近隣他市と

の比較というお話でございました。それぞれの制度をきちっと比較したデータを持

ってないんですけども、ある程度進んでる部分もありますし、やはりもうちょっと

頑張らにゃあいかんなあというところがあるのも事実でございます。私、兼ねてか

ら言ってましたファミリーサポートセンター、ようやく今年４月から出来るように

なりました。念願の事業でございます。あと私がもう一つ心残りになるのが病後児

保育、病児・病後児保育を是非これはやりたいというのはあるんですが、これはや

はり引き受けていただける医療機関との問題もございますので、まだ前には進んで

ない部分がございます。これについては、出来れば早い時期にという気持ちでおり

ます。その辺でこれから一歩進んでおるというのは、例えば乳児医療の所得制限の

撤廃を３歳までというのはこの近隣でいけばある程度一歩先に出ているのではない

かなという気はしております。それらも含めまして今後は計画を作るわけですか

ら、他市の状況を調べながら２歩も３歩とは、なかなかいかんかと思いますけど

も、半歩でも１歩でも前に出られるようにこれから計画を作って参りたいと考えて

おります。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） ちょっと時間が過ぎましたので、この際暫時休憩をいたし

たいと思います。（発言する者あり）すぐ終わる。はいどうぞ。 
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○委員（安冨法明君） 今、言われるようにせっかくのこれから１０年のまちづくり

の計画をするわけですから、その中で言われるように、よそと比べてみて、あっち

の方がよけりゃあ、それじゃなくてもあっちの方に人がっていいますか、特に若い

人が流れるように傾向にあるわけですから、是非その辺に効果的な計画作りをして

せんと、あんまりやっても意味がないっちゅうのはありますから、是非きちんとこ

ういうふうに企画をしてみましたから、例え出しとうないのうちゅうのがあって

も、やっぱり議会に出して計画作りをお互いに協力してやったらっていうふうに思

っておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（徳並伍朗君） この際、暫時２時４５分まで休憩をいたします。 

午後２時３１分休憩 

 

    午後２時４５分再開 

○委員長（徳並伍朗君） 休憩前に続き会議を開きますが、先程竹岡委員さんの里親

の件につきまして、数字が分かったということで、五嶋地域福祉課長が答弁がござ

います。五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それではお答えをいたします。里親制度

の状況でございますが、現在美祢市におきましては１２世帯の２０名が会員でござ

います。これはご夫婦で会員になってらっしゃるところもございますので、一応１

２世帯の２０名で、現在お子さんを預かっていらっしゃる世帯が６世帯の児童が９

人でございます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、田邉委員。 

○委員（田邉諄祐君） １６９ページの介護保険４億５，１５１万５，０００円につ

いてお伺いします。介護の金額というのは、毎年伸びて、その伸び率もまた大変な

数字だろうと思うわけでございますけど、この介護制度は老人を抱える家庭におき

ましては、まさに救世主の制度だと思うわけです。従いまして、これがいつまでも

続くように、ところが伸び率が非常にこの財政事情の中で伸び率が非常に増えてま

す。特にこれから先、高齢化社会が益々ひどくなると思いますけど、今後５年、１

０年先まで果たしてこの制度が維持出来るのかどうかその辺について福祉の関係の

課長さんに一つお伺いしたいと思います。もう一つはこの制度そのものは本当に

我々にとりましてなくてはならない、しかも家庭を守る福祉制度でこれから先最大

の制度だと思うわけでございますけど、特に介護をされる方、この方は一生懸命さ
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れております。しかも、ご苦労ある仕事だと思うわけでございますけど、その辺の

これから先もう少し優遇されることが私はベストじゃなかろうかと思うわけでござ

いますけど、その辺についてもいろいろ介護の問題はございます。しかし実際に介

護をされてる方は本当によくやっていただいておりますので、出来れば低賃金でご

ざいますけど、その辺はもう少し高額にする可能性があるのか、それともこれから

高齢化社会で益々条件が悪くなるのか、その辺の見通しについてもお伺いしたいと

思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 田邉委員のご質問にお答えします。まず介護保険の

今後の状況といいますか、維持出来るかどうかというご質問でございますが、私ど

もの答えとすれば、維持はしていくように当然考えるべきのが我々の仕事だろうと

思っております。ただ、その為の経費というのは当然かかります。その為に３年ご

とに事業計画を作り保険料を定めていくという制度になっております。当然制度は

続けていくべきものであると我々は考えております。介護の状況でございますが、

今、現在美祢市で介護のサービスが不足している、全く行われていないサービスも

ありますので、その方については出来ておりませんけれども、現在必要とされるサ

ービスについては、ほぼ１００％供給は出来ておると我々は考えております。です

から、今後も当然その体制は整えていく必要がありましょうし、もっともっと介護

はサービスが充実するような方向で我々もやらなければならないと思います。た

だ、これもあくまでも法律に基づくものでございますので、いくら市がやりますっ

て言ってもそう簡単にいくものではございません。その分については全て単独市費

になりますので、なかなか難しい部分もございます。そして、今言われました介護

職員の給与問題でございますけど、待遇問題でございますけども、本年４月から処

遇改善ということで、在宅福祉の３％加算というのが国が打ち出しております。こ

れらも活用しながら処遇が少しでも改善されればいいかなと、我々とすればそのぐ

らいに考えております。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 田邉委員。 

○委員（田邉諄祐君） 分かりました。どうもありがとうございました。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 生活保護費の件なんですけれども、その中で扶助費１８７ペ

ージなんですけれども、生活保護扶助経費ということで、２億４，９００万程度入
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ってますけれども、この生活扶助が５，６４８万５，０００円ということで、この

係る予算に関しましては、昨年は２０年度では特に医療費の扶助、これが１，３０

０万程度あったと思います。そういった中で今回もこの生活扶助の中に今後とも

１，３００万程度の医療費も入ってるかどうか、その辺をちょっと、それで今回１

３１名の生活保護の申請ということで、昨年度そして今年度この美祢市にあって、

雇用を解雇されて、それで生活保護を申請しなくてはならない、多分増えるであろ

うということを想定しての今回の生活保護を経費を賄ってるかどうかその辺をお伺

いしたい。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） それでは、お答えをいたします。生活保

護費の扶助費でございますが、先日補正予算でもお願いをしたわけでございます。

平成２０年度におきましては、派遣切り等で生活保護に新たになられた人はござい

ません。ただ、２人ないし３人程ご相談にはお見えになりました。相談の時点で一

応生活保護は受けないということでございました。平成２１年度におきましては派

遣切り等の関係で若干の余裕といいますか、その辺は見込んでおります。先程ちょ

っとありましたが、昨年医療費特に癌の手術等で大きな医療費がいった関係がござ

いましたので、そういった分につきましては、一応前年度の支出を見込みまして今

年度反映をさせております。 

○委員長（徳並伍朗君） 岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） そういったところもしっかりと勘案しながら今回の予算措置

がされているということであります。そういうことで、あと１３１人の方の実際生

活保護扶助がされているということで、実際こういったまだまだ元気で、結構体

が、かつがつ元気な方はしっかりと今後１３１人の方に対してなかなか一生懸命働

いて何とかより以上の生活をしていこう、そういう面におきまして非常にメンタル

的には非常に落ち込んでいる方が非常に多いんではないかと、そういったことで今

後１３１人の方が元気になって、扶助もされてますし、いろんなところをちゃんと

体を治して、そして就職の生活扶助を外れていけば、もっともっと生活がよくなっ

ていくぞと、そういう面での行政としてどういった働きかけをしてるか、１３１人

がまた１００人程度になれば、こういった扶助費も助成が少なくなりますので、そ

の辺の取り組みに関してどう思われてるか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 五嶋地域福祉課長。 
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○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君） 現在１３１名の方が生活保護を受けてら

っしゃるわけでございますが、高齢者につきましてはちょっとあれなんですが、若

年層につきましては、なるべく仕事が出来るようにということで、それぞれケース

ワーカーがそれぞれの自宅を訪問しておりますが、そういった場合を利用いたしま

して、就労の機会を就労するようにということで進めております。 

○委員長（徳並伍朗君） 岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） わかりました。そういうことで、この１３１人の方の年齢別

にその辺をしっかりと分けられて、そして今言われた、若年層の方に関して、しっ

かりと働いていけるように、そういった行政としても力を注いで、そういった方が

扶助を受けなくて済むようになったと、そういうご報告等を今後いろんな機会があ

りましたならば、こういう結果で扶助費１３１人が例えば４０歳ぐらいの方が、例

えば３０人おったら２０人まで減ったと、そういう形での今後報告をしっかりとお

示ししていただきたい、そういうご要望等お願いをして終わります。 

○委員長（徳並伍朗君） 大中委員。 

○委員（大中 宏君） 社会福祉協議会のほうに、６，８００万程、人件費１４名ほ

かということが出てますけど、これは人件費ちょっと昔から社協の方が補助すると

いうことになっておりますが、これ以外に社会福祉協議会のほうから、これこれこ

れだけのことを２１年度はやりたいと、ですからその分もプラスして予算請求をさ

れたと思いますが、この点についていかがでしょうか。 

○委員長（徳並伍朗君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 大中委員のご質問にお答えいたします。現在ここに

計上しております社会福祉協議会運営費補助金６，８００万円につきましては、人

件費部分ともう一つありますのが、高齢者生活相談事業につきましては、この委託

料の中には含まれております。多分このほかに社会福祉協議会のほうからは、あと

いくつかの事業をということでございましたけれども、やはり予算編成の際に苦し

い財政事情もございますので、人件費本体運営部分については、市のほうで、きち

っと手当をすると、そのほかの事業については、社会福祉協議会の自主事業として

やっていただきたいというお願いをいたしております。社会福祉協議会におかれま

しても、これまで市が委託しておりましたが、満額が出せるかどうかは分からない

けれども、その方向で努力をするという回答いただいております。お互いに努力を

していかなければならないということで、今回は６，８００万円を予算計上してお
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るところでございます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 大中委員。 

○委員（大中 宏君） 実は今まで、地域支援事業とかあるいは高齢者福祉事業とい

うので、それぞれ美東町、秋芳町、美祢市それぞれ別々の形でやられておったと思

うんです。これは予算的にはわずかなんですが、２０年度は８０万の予算が付いて

おった分が、今年度はなくなったと、これは金額的には非常に小さいんですけど高

齢者の１人暮らし、独居老人やあるいは高齢者世帯、２人世帯の簡単に言えば配食

サービス、毎日給食とは別に配食サービスというのがあるわけです。これは私も実

際従事しているので、その実情はよく分かるんですけど、この分についてはただ単

なる配食サービスでは無しに、いわゆる高齢者の見回り隊というふうな形で、非常

に重要な役割を果たしているわけです。社協の方にいろいろ話を聞きますとこの分

が全然予算が付かないということで、社協の方にも十分お願いをしていろいろご協

議をいただくようにと、前向きに取り組んでいただきたいというふうに要望をした

んですけど、どうしてもなかなか取り組みが出来ないと、市のほうから助成が出な

いので、やむを得ないという大変悲しい回答をいただいたんです。と言いますのが

私も実際に各高齢者のお宅を回っておって、これは全部ボランティアですから、油

代も何にも出ません。弁当を作る人も全部タダです。それまで、約３０人の人がこ

のボランティア活動をやってるんですけど、それまで一生懸命になってやって活動

をしているそういう事業が無残にも切られるというのは、あまりにも非人情的では

ないかと思うんです。これは、私も実際に経験したことで、そこにたまたま行った

時に大変気分を悪くされておった方がおられたので、救急車を呼んですぐ大事に至

らなかったということもあるわけですし、いろんな詐欺にかかりかけたとこをスト

ップさせたということもあるわけです。いろんな面で役立ってますので、これが仮

に例えば医療なら医療という形になれば、それ以上のものが今度医療費の方にかか

ってくると思うんです。ですから市にとってもこれは逆に言ったらプラスになる事

業です。金額にして８０万というのはちょっと多いかも分かりませんが、いくらか

でもそういう各論を残していくということで非常に大事じゃないかと思います。こ

れは気持ちの問題です。一つこれに２１年度の予算の中で是非取り組んでいただき

たいとこれについて再度質問します。 

○委員長（徳並伍朗君） 阿野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君） 只今の美東町で実際やっておられました配食という
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べきか、給食というべきかちょっとよく分かりませんけれども、その事業につきま

しては、社会福祉協議会ともかなり話をした上で自主事業でやってくれっていうこ

とを市のほうからはお願いをいたしたところでございます。社会福祉協議会としま

しても前向きに取り組むという話を聞きましたので、私どもとしては一応サービス

自体は何らかの形で社会福祉協議会の自主事業としてやっていただけるものと思っ

て考えているところでございます。どうも委員さんと私とは話が違うような感覚を

受けたんですけれども、その辺につきましては再度社協とよく話をいたしまして、

今後サービスといいますか、その事業自体が社協の自主事業として出来るような形

でもう一度相談をさせていただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 大中委員。 

○委員（大中 宏君） 私は一昨日、このボランティア活動の役員会があった時に役

員会の席でそういうふうなことが出たわけで、社協のほうからは何らそういう話は

いただいてないわけです。一つ市のほうからも社協に対してそういうことであれ

ば、徹底的にご指導いただきたいということで私の質問は終わります。 

○委員長（徳並伍朗君） それ以外ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（徳並伍朗君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

次に衛生費を議題といたします。執行部より説明を求めます。はい、佐伯健康増

進課長。 

○市民福祉部健康増進課長（佐伯由美子君） 続きまして、衛生費・保健衛生費でご

ざいます。１９０、１９１ページをお開き下さい。保健衛生総務費の主なものとい

たしましては、休日及び夜間における地域住民の救急患者の医療の確保を図るため

一次救急医療につきましては在宅当番医業務を美祢市医師会及び美祢郡医師会に委

託しております。また、二次救急医療につきましては、宇部、小野田地域及び山口

地域の病院部輪番制事業の運営費を負担しております。併せて緊急医療経費、１，

２５５万５，０００円を計上しております。続きまして、予防費でございますが、

主なものは予防接種法に基づき乳幼児及び高齢者の予防接種と予防経費として５，

１９５万８，０００円を計上しております。次に生活習慣病の予防及び市民の健康

づくりと健康増進事業に３０６万７，０００円。次のページに移りまして、胃が

ん・子宮がん・大腸がん検診等、がん検診等事業として、６，０３３万８，０００

円を計上しております。歳入につきましては、県支出金として３８９万８，０００
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円、がん検診等自己負担金として１，７１１万２，０００円をあてております。次

に、母子衛生費でございますが、主なものは１歳６月児検診及び３歳児健康診査事

業に２３８万１，０００円。次のページに移りまして、乳児健診事業に３６６万

６，０００円、妊婦健康診査事業に２，３９５万９，０００円を計上しておりま

す。妊婦健康診査につきましては、健診費用の心配をせずに安心して出産が迎えら

れるよう公費負担の回数をこれまでの５回から１４回に拡充しております。次に育

児学級や育児相談、保健推進活動の委託料など育児等健康支援事業に２０９万８，

０００円を計上しております。歳入につきましては、主なものは県支出金として、

６７３万６，０００円を計上しております。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、福田生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 続きまして目４、環境衛生費でございま

すが、本年度予算６５１万２，０００円で対前年度４１万２，０００円の増となっ

ており、ここでは各地域におきます環境衛生の維持、推進の為の立て看板及び公衆

トイレの維持管理、各市協議会への負担金及び犬の登録、狂犬病の予防接種事業並

びに中央墓園の維持管理にかかる経費を計上いたしております。主な新規事業とい

たしましては、１９７ページでございます。墓園事業費の中の施設整備工事１５０

万円でございます。これは、市営墓地美祢市中央墓園の地盤沈下に伴います墓碑工

事として２件分１５０万円を計上いたしております。次に目５の火葬場費でござい

ます。本年度予算２，６９７万円を計上しており、内訳といたしまして美祢市斎場

ゆうすげ苑の運営経費として１，８６１万３，０００円、船窪山斎場の運営経費と

して８３５万７，０００円を計上しております。ゆうすげ苑につきましては、２１

年度より３箇年の指定管理者として引き続き有限会社こまつにおいて運営委託を行

うものとなっております。次に目６、環境保全費でございますが、これは市民の快

適な生活環境を確保する為の経費として、本年度予算１，４５１万６，０００円を

計上いたしており、対前年度として２８７万７，０００円の増となっております。

これは環境保全経費８８１万４，０００円を計上している中の１９９ページでござ

いますが、ＰＣＢ廃棄物分析・運搬処理委託料６８７万９，０００円を計上いたし

ておるものが主な増の原因でございます。これは人体環境に有害とされますＰＣＢ

ポリ塩化ビフェニルというものでございますが、これを含みますコンベンサ、トラ

ンス、蓄電気、変圧器等に関しましてポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推

進に係る特別措置法が平成１３年度６月に交付されております。法に基づきまして
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ＰＣＢ廃棄物の処分が可能な事業者による処分を各自治体が待っていた状況であ

り、その間各自治体において安定的な保管しておったところであります。このよう

な状況の中、処分の可能な事業者であります日本環境安全事業株式会社、通称ジェ

スコと呼ぶものでございますが、こちらの株式会社におきまして、九州エリアに続

き平成２１年度におきまして山口エリアにおける高濃度ＰＣＢを含みますコンデン

サーの処理を実施することから該当するコンデンサーの処理運搬及び処分にかかり

ます経費につきまして、予算計上いたしたものであります。次に同目内におきまし

て、公害対策審議会の経費、これは地域環境保全を行う為の調査審議機関でござい

まして、美祢市の環境審議会にかかる経費として１５５万９，０００円を計上いた

しております。またその下でございますが降下ばいじん等の常時監視、分析測定の

為の予算として、大気測定事業費として４１４万３，０００円を予算計上いたして

おります。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐伯健康増進課長。 

○市民福祉部健康増進課長（佐伯由美子君） 続きまして、目７、保健センター費で

ございます。これは美祢市保健センター、美東保健福祉センター、秋芳保健センタ

ーにかかる経費として７４５万６，０００円を計上しております。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） 福田生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 続きまして、清掃費についてご説明をさ

せていただきます。２００ページ、２０１ページをお開き下さい。目１、清掃総務

費でございますが廃棄物原料等推進協議会等に関する経費として、目１、清掃総務

費３，３１３万６，０００円を予算計上いたしております。主なものとして、下水

道農業集落配水等の生活区域外の地区におきます、生活環境の改善と公共水域の水

質保全を図る目的で合併浄化槽整備事業に対する補助金として３，２４３万４，０

００円を予算計上いたしております。この財源として、国・県・市それぞれ３分の

１の負担となっておりまして２０ページの財源内訳にございますように、県支出

金、国庫支出金それぞれ１，０８１万１，０００円を歳入として計上しておりま

す。これにつきましては、５人槽、７人槽、１０人槽、併せ８０基を予算計上して

いるものでございます。次に目２、塵芥処理費でございます。今年度予算３億３，

７７８万９，０００円を計上しております。市民の皆様から排出されます廃棄物の

収集運搬に係る経費として、ゴミ袋の作成経費、運搬収集に係る経費として、塵芥

処理経費１億６３９万２，０００円を計上いたしております。可燃ゴミの処分ＲＤ
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Ｆ、固形燃料でございますが、この製造を行っておりますカルストクリーンセンタ

ーの管理運営費として１億３，５８１万９，０００円を、また美祢市リサイクルセ

ンターの管理運営費として２，３４６万３，０００円を計上いたしており、最終処

分場の運営費として、２０３ページでございます。カルストクリーンセンター管理

経費として、１億３，５８１万９，０００円を、またその下でございます。００４

リサイクルセンター管理運営費でございますが、２，３４６万３，０００円計上い

たしております。２０５ページでございますが、００５最終処分場運営経費として

１，７５８万円を計上しております。内訳といたしましては、美祢市一般廃棄物最

終処分場に係る運営経費として１，００３万６，０００円、美東一般廃棄物最終処

分場に係る運営経費として７５４万４，０００円を計上したものでございます。ま

た、００６番として秋芳町にございます不燃物保管施設経費として１，１６２万

７，０００円を計上いたしております。主な事業でございますが、カルストクリー

ンセンター戻っていただきまして、２０３ページのカルストクリーンセンターの運

営経費では施設整備工事として空気中の排気ガス及び臭気をを除去する洗浄棟がご

ざいまして洗浄棟の床面の老朽化による腐食に対応する為、補修工事として１５３

万７，０００円を計上いたしております。また、最終処分場におきますリサイクル

センターにおきましては、指定管理者として、有限会社美祢環境クリーンにおいて

指定管理を２年目として業務委託を実施しているものでございます。それぞれリサ

イクルセンターの管理委託料２，１１３万円と最終処分場の方で７０４万４，００

０円を計上いたしております。最後でございますが、目３、し尿処理費として８，

３０６万９，０００円を計上いたしております。これは、美祢市衛生センターの施

設維持及び市内のし尿及び合併浄化槽の処理にかかる経費として計上いたしたもの

でございます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 佐伯健康増進課長。 

○市民福祉部健康増進課長（佐伯由美子君） ２０８ページをお開き下さい。４項、

病院費でございます。病院事業会計繰出金として６億４，９４１万２，０００円を

計上しております。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 続きまして、２０８、２０９ページでご

ざいますが、病院費の美祢社会復帰促進センター診療所費でございます。美祢社会

復帰促進センターの診療所の運営に関わる経費でございまして、９，４６９万７，



－66－ 

０００円を計上しております。なお、この費用については全額国庫負担となってお

ります。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。大中委員。 

○委員（大中 宏君） 可燃物の件ですけど、今盛んにいわゆるビニール、買い物袋

でも一つなくそうじゃないか、マイバック運動が盛んに行われておりますけど、こ

の可燃物、不燃物収集においても、ちょっと可燃物は無理かも分かりませんけど、

出来るだけコンテナを使うという形で経費削減を図っていただいたらというふうに

思います。それから、最近可燃物の袋が非常に破れやすいっていうことをよく聞く

んです。ちょっと物を入れたらすぐに破けるというので、テープで紙を貼って出さ

んにゃあならんっていうのは大変苦労しておるということ、それからいろいろ不景

気なから袋へ無理やり押し込めるというのもあるかも分かりませんけど、一つこの

袋の強化対策、それからさっき言いましたような出来るだけ袋を使わないようなコ

ンテナを使っての出し方、それから可燃物についても、これは生ゴミが現在一緒に

入れられておりますけど、これはペレット加工する場合において、可燃物の中に生

ゴミを入れるのと入れないのとで、経費がどのぐらい違うのかどうしても生ゴミを

入れなければペレット化出来ないものかどうか、今特にバイオマスとかいろんな形

で堆肥化とかいろんなことが言われてますが、こういうふうなものを出来るだけ避

けてやれば私は素人考えですけど、経費もある程度削減出来るんじゃないかという

ふうに思いますけど、これらの点についてどのようにお考えになられるかとお尋ね

します。 

○委員長（徳並伍朗君） 福田生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 只今のご質問につきまして、回答させて

いただきたいと思います。ご質問にありましたコンテナ方式の採用についてでござ

いますが、新市合併後それぞれの旧一市二町におきまして、対応方法等がかなり違

っております。やはりその辺の一体感をまず譲成した上での対応を今後検討させて

いただきたいと、と申しますのもステーション方式においてそれぞれ数もかなりご

ざいまして、これをすぐにコンテナ方式に変えるというのは、なかなか市民の皆さ

んに十分なご理解をいただいた上でないとなかなか実施が難しいということで、今

後そういった方法も含めて検討させていただきたいと思います。また袋が破れやす

いということでございますが、やはりＲＤＦで固形燃料化をする場合にあまり丈夫
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な袋にしてしまうと後々の処理に不都合が生じるということがございまして、今の

袋を利用させていただいております。委員さんご指摘のように実際今の袋が破れや

すいというのは重々認識はしております。そこらあたりにつきまして、若干の補強

をと言いますか、強度を上げるような形で検討させていただこうとは思っておりま

す。それと生ゴミと通常の可燃ゴミとの分別でございますが、これはやはり市民の

皆様の自覚といいますか、協力なしには出来ないという部分もございます。そうい

った部分についての啓発を今後進めるということ、それと生ゴミの処理については

現在生ゴミの自家処理ということはやっておりません。こういったことについても

今後検討させていただこうと思います。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 大中委員。 

○委員（大中 宏君） もうすでに合併して１年になろうとしますので、合併後ただ

ちにというような形のものも話し合いをされておりますので、出来るだけ簡素化す

る、経費節減には図るような形でもっていっていただきたいと、早急に、今からと

は遅すぎますので、それから例の生ゴミ、これはどこの家でもある程度対応出来る

と思うんです。ですから、これはやり方次第では無理にコンテナの補助金、今年度

はなくなりましたけど、これにコンポですいね、これについてもなくなりましたけ

ど、これはわずか１，０００円でこれは自覚次第でどうにもなると思いますので、

ぜひ取り組んでいただきたい、なおさら特に中山間が非常に多いんで、私は十分に

対応出来るんじゃないかと思います。それから先程質問しました中でいわゆるペレ

ット化する場合のカルストクリーンセンターで生ゴミを入れるのと入れないのとで

は燃料化する場合の経費がどのぐらい違うかということをもし今わからなくても結

構ですけど、わかれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 福田生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 生ゴミを入れた場合の経費と入れない場

合の経費というのは、数字的に申し上げる資料は現時点では持っておりません。し

かしながら、必ずしも生ゴミを入れることがＲＤＦ上問題があるかというと、ある

程度ＲＤＦを作る場合に水分も必要な部分もございます。乾燥した可燃ゴミのみで

はＲＤＦが作り辛いという部分がございますので、そういった面も含めてＲＤＦを

作る中である程度生ゴミも入っている方がＲＤＦが作りやすいという部分もござい

ます。ですのでなかなか言われるように一概に生ゴミを除ければ経費が節減出来る

ということは一概に言えない部分もあろうかなと、しかしながらやはり水分があり
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すぎて出す量が重量が増えてまいりますので、それ自体がゴミの搬入量に影響して

くるものでございますので、そこらあたりを十分研究した上で今後の課題にさせて

いただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） 美祢社会復帰促進センターの診療費の件ですが、初日の本会

議の時に市長の方にご答弁をいただいたと思うんですが、婦人科の一般診療開放が

基本的には市長の言葉を借りると絶望的な状況にあるというお答えでした。それに

伴って特区の申請が婦人科の一般診療ということで特区の申請をされておりますが

特区の申請を、しなおして一般診療のほうに出来るような体制を取っていきたいと

いう回答でしたが、そこでちょっとお伺いしたいんですが、特区の申請のしなおし

を来年度したとして、実行に移すということにおいてどのぐらいの期間がかかっ

て、それが可能なものなのかどうか、その辺をお聞きしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（徳並伍朗君） 古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） この件につきましては、いろいろと県の

ほうとも協議とかしておりますけれども、まだ進んでおらないのが実情でございま

す。期間等につきましても、ちょっと今ここではっきり申し上げるというのは出来

ませんので、またお時間をいただいてご回答を申し上げたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 西岡委員。 

○委員（西岡 晃君） 美祢社会復帰促進センターを開設するにあたって、地元住民

への約束事の一つになっておりますので、早急に取り組んでいただいて結果として

残していただければというふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） その他、荒山委員。 

○委員（荒山光広君） ２点程お願いします。リサイクルセンター土曜日最終処分場

の運営の件なんですが、指定管理者昨年から導入をされました。その１年間様子を

見られて運営状況がどうであったのか、それと処分場に入るまでにいろいろ地元の

方から不法投棄が目立つということが以前からお話がありました。その時には、ポ

イ捨てのパトロールといいますか、そういったものを強化をするということでござ

いましたが、この最近の状況が分かれば、あるいは地元からのそういう苦情と言い

ますか、そういったものがあるのかないのか、そういったこと、それからもう一つ
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は、し尿処理場の件なんですけども、これも２、３年前じゃったと思いますけど海

洋投棄が廃止になりまして、貯留槽をあそこに作るということで工事がありまし

た。今の処理能力ですね、あそこの工場の処理能力と言いますか、その辺がどうな

のか、合併浄化槽等が増えてまいりますと、どうしても量も増えてくるだろうとい

うふうに思います。それで、今のし尿処理場の稼動状況なり、今後の見通しといい

ますか、その辺が分かればお願いしたいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 福田生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 只今のご質問にお答えしたいと思いま

す。美祢リサイクルセンター最終処分場の運営をご質問にありましたように、昨年

から有限会社美祢環境クリーンさんのほうに指定管理者として運営をお願いをして

おります。運営につきまして、利用者の方から苦情が出ておりません。それと分別

についても、今まで家庭ゴミが基本でございますが、どうみても家庭ゴミでないよ

うな物も若干搬入されるといった事例が以前からございました。そういうことにつ

いても指定管のほうで日々厳しくチェックいただいて、そういったものが混入しな

いような形での運営をいただいておるという状況でございます。また、費用につき

ましても当初見込んでおりました費用の中でやっていただいておるという状況で、

その中で昨今先程の質問にもございましたように、ゴミ袋の有料化、こういったも

ののゴミの減量化、それと分別、こういったものについて市民の皆さんに周知をす

るイベントを自主事業としてやりたいという指定管の方からも申し出もございまし

て、そういったことについても市の啓発活動の中で実践を自主事業としてやってい

ただくと、予算の中でやっていただくということで、現在運営をお願いしておると

ころでございます。それと、２点目のし尿処理場の件でございますが、衛生センタ

ーにつきましては、昭和６３年３月に供用開始いたしまして、２１年を経過してお

ります。先程ご質問にありましたように、２年前に貯留槽は新たに設置しておりま

すので、ある程度量の計画的な処分といいますか、処理といいますか、そういった

ことは進めておりまして特段のトラブルもなく先程予算で説明いたしましたよう

に、出来る限り経費の節減に努めているという状況でございます。しかしながら２

１年を経過しておりまして、新たな施設も含めて、今後、検討する必要は、もう以

前から非常に必要でないかということは、考えております。しかしながら、現下の

厳しい財政状況の中で、やはりそこら辺を総合的な判断の中で市長の方にもご相談

した上で今後の方針を決めさせていただきたいと思っております。以上でございま



－70－ 

す。 

○委員長（徳並伍朗君） 荒山委員。 

○委員（荒山光広君） ありがとうございました。１点、私の質問が悪かったかもし

れませんが、リサイクルセンターに通じる進入路といいますか、ある程度長い距離

あると思いますけども、その周辺の道路周辺に以前から不法投棄、テレビとか冷蔵

庫とか不法投棄が目立っていたと、その辺ついて以前からパトロールを強めてやり

ますよというお話でしたけども、その辺についてもどうなっているのかよろしくお

願いします。 

○委員長（徳並伍朗君） 福田生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（福田和司君） 私も含めまして、職員には現場での仕事

に対しては出来る限り不法投棄のありそうな箇所を回るように指示はしておりま

す。現実今年度１月以降でございますが、集中的にテレビとか冷蔵庫とかいった不

法投棄について、一斉に職員をあげて撤去をしております。また、特に最終処分場

周辺につきましては、そういうご要望もありますので、パトロール等は十分やって

おるわけでございますが、やはり人目に付きづらいところに不法投棄というのはさ

れる事例が多ございますので、地元の方でお気付きになられた場所があれば積極的

に私どものほうに言っていただければすぐ対応したいと考えております。以上でご

ざいます。 

○委員長（徳並伍朗君） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（徳並伍朗君） 質疑なしと認め質疑を終わります。この際３時５０分まで

休憩をいたします。 

午後３時３５分休憩 

 

    午後３時５３分再開 

○委員長（徳並伍朗君） 休憩前に続き会議を開きます。なお、一般会計につきまし

ては六つ審査をしていただくようになりますが、まず労働費、それから農林費、商

工費、土木費、消防、教育、それから災害復旧並びに公債費ということになります

ので、よろしくご協力のほどお願いいたします。それでは、まず労働費を議題とい

たします。執行部より説明を求めます。はい、金子労働商工課長。 

○建設経済部商工労働課長（金子 彰君） それでは５款、労働費についてご説明を
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申し上げます。予算書の２０８ページ、２０９ページをお開きいただきたいと思い

ます。右側２０９ページの説明でございますが、労働対策経費の一番上、報償金に

４０万円を計上いたしております。これは中学校・高校を卒業し、市内に就職した

人に対する就職祝い金ということで２万円でございますが２０人分を見込んだもの

でございます。次に、新規事業といたしまして、人材・企業育成活性化事業委託料

１，０００万円程計上いたしております。これは、人材や企業を育成し、地域活性

化を図る目的で創設をするものでございます。その下、中小企業退職金共済掛金補

助金２２万円でございます。以上申し上げました３件の事業が今度２０８ページ左

側の欄になりますが、繰入金９３９万８，０００円の該当事業となるものでござい

ます。続きまして、下から２行目でございます。地域活性化生活対策臨時交付金に

かかる基金の積み立てでございます。その方から繰入れるということでございま

す。続きまして、下から２行目でございます。２行目と一番下でございます。現在

の雇用経済情勢から見まして、需要が見込まれるということで、２行目でございま

すが、県市町中小企業勤労者小口融資預託事業貸付金、２０年度に比べて金額の方

を倍増いたしております。一番下ですが、新規事業でございますが、県市町離職者

緊急対策融資預託事業貸付金、これについて新たに２８７万７，０００円を計上い

たしたものでございます。この合計金額は５３３万３，０００円になりまして、２

０８ページの諸収入でございます。これ労働福祉貸付金元利収入ということで、こ

の預託金がそのまま諸収入として財源内訳となるものでございます。続きまして、

２１２、２１３ページをお開きいただきたいと思います。４の目でございますが、

勤労者福祉施設費ということで、これは勤労福祉会館及び勤労者総合福祉センター

の管理運営経費でございます。その内委託料に１，６５９万円を計上いたしており

ます。この内訳といたしましては、勤労福祉会館が３９９万、勤労者総合福祉セン

ターの管理委託料につきまして１，２６０万円ということでございます。続きまし

て、その下の５の目、シルバー人材センター運営事業費ということで、センターの

育成と円滑な運営を図る目的でシルバー人材センター運営費補助金といたしまし

て、１，２７２万円を計上いたしておるものでございます。左側を見ていただきま

すとこの運営費補助金に該当いたすものとして、県の補助金１０９万９，０００円

を充当いたすものでございます。以上簡単でございますが、労働費についてのご説

明を終わります。 

○委員長（徳並伍朗君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はご
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ざいませんか。山本委員。 

○委員（山本昌二君） 今、ご説明いただきました２０９ページの一番下に２８７万

７，０００円という欄に関連した質問をいたしますが、実は２月２７日の本会議の

時の質問で誘致企業に対する云々で、ちょっと非常に自動車産業ですが、非常に困

っておるという状況をご説明したところ、後に先輩議員から誘致企業だけじゃない

地元の企業も非常に危機的状態であると、そういうことまでなぜ言わんじゃったか

というご指導をいただいたんですが、確かにその辺も十分いろいろと後にお話を聞

いて大変失礼したかと思います。この件につきましては、離職者緊急対策という一

つの要綱がございますけども、やはりこうしたことも拡大的解釈になるとちょっと

違法的なこともあるかも分かりませんが、どうか地場産業につきましても今後続け

ていろいろと対応を取っていただきたい、またこの状況はまだ２、３年続くという

ようなことを聞いておりますので、どうかその辺をよろしくお願い申し上げたいと

思いますが、これについての担当課と言いますか、ちょっと質問でございますの

で、ご回答をいただきたいと思います。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） 金子労働商工課長。 

○建設経済部商工労働課長（金子 彰君） 只今の山本委員さんのご質問でございま

す。この離職者緊急対策融資預託事業っていうのは、制度としては県並びに市・町

です。それと労働金庫が協調して貸付をする、離職を余儀なくされた人の生活の安

定を図るという目的で制度が創設されておるものでございます。今まで美祢市とし

てはこの預託制度には参画をしていなかった状況でございますが、昨今の雇用情勢

不安ということを鑑みました時に当然必要性というものを深く感じたわけでござい

まして、今回新たに積み立てを行ったということでございます。今後２１年度どう

いう貸付件数が出るか分かりませんけども、その状況を見ながら今後も検討といい

ますか、存続を検討して参りたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（徳並伍朗君） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（徳並伍朗君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

次に農林費を議題といたします。執行部より説明を求めます。古屋農業委員会事

務局長。 

○農業委員会事務局長（古屋安生君） 続きまして、農業委員会に関する予算を説明

させていただきます。２１２ページ及び２１３ページをお開き下さい。６款の農林
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費・１項の農業費・１目の農業委員会費でございますが、歳出総額は４，４４４万

円を計上しております。新規事業といたしましては、次のページの右手にございま

す説明欄にあります００３農業委員会活動費の中に先進地視察といたしまして、農

業委員さん３７名、職員２名分の普通旅費として７５万１，０００円、それに伴う

貸切バス借上料として３４万４，０００円を含んだお金を計上しております。その

他につきましては、歳出につきましては例年の通常の予算計上でございます。また

歳入でございますが、特定財源につきましても、平成２０年と同様なものでござい

ます。簡単ではございますが、以上が説明となります。 

○委員長（徳並伍朗君） 中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） それでは続きまして、目の２農業総務費で

ございますが、これは人件費でございますので、省略をさせていただきます。２１

６、２１７ページをお願いをしたいと思います。目の３農業振興費についてご説明

を申し上げます。まず、説明欄の００１農業振興経費につきましては、農業の振興

を図る上で重要となります農業に従事するもの、いわゆる新規農業者や認定農業者

そして集落営農組織への支援と産地振興を図る為の予算を計上しているところでご

ざいます。内容につきましては平成２０年度と大きく変わったところはございませ

んが、新規事業といたしまして、説明欄の中程になりますが、新規就農者への支援

といたしまして、就農円滑化対策事業補助金１００万円を計上したところでござい

ます。これにつきましては、新規就農者１名につきまして農業機械の導入に対する

補助金を計上したところでございます。次に主要事業でございますが、産地振興と

いたしまして、その就農円滑化の二つ下でございますが、需要に応える園芸産地構

造改革推進事業補助金３４３万３，０００円をあげております。これは、秋芳梨と

厚保栗に対する補助金でございますが、秋芳梨につきましては秋芳梨の安定生産に

向けました暴風対策を強化する為の荷重棚の設置に対する補助金、そして秋芳梨と

厚保栗の振興を図る為のソフト事業に対する補助金２０万円を計上したところでご

ざいます。そして、その下でございます。水田農業構造改革推進事業補助金３，４

６９万９，０００円でございます。これにつきましては、農業従事者が高齢化する

中、新たな担い手の育成いたしまして集落営農組織による営農活動を推進している

ところでございますが、これまでに設立されました特定農業法人や特定農業団体が

行います農業用機械の整理を支援するということで、昨年に引き続き予算計上した

ところでございます。次にそのページの下から三つ目でございますが、栗園造成事
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業補助金８０万円でございます。これも昨年に引き続き予算計上したところでござ

いますが、厚保栗の生産振興を図る為、栗園の造成、改植に係る苗木の購入補助金

を措置したところでございます。２１８、２１９ページをお願いをいたします。事

業番号の００２中山間地域等直接支払事業１億５，９２６万７，０００円でござい

ます。この事業につきましては、すでにご承知のとおり平成１７年度から二期対策

として取り組んでいるところでございますが、平成２１年度が二期対策の最終年と

なります。集落協定数１２５協定個別協定５協定合わせて１３０協定の農地、１，

３２８ヘクタールに対する交付金でございます。次に００６農作物鳥獣被害防止対

策事業でございます。この事業は生産措置等が行う鳥獣被害防止事業に対する補助

金でございまして、フェンスの設置や電気柵の設置の補助金でございます。フェン

ス７５０ｍ、電気柵４，８００ｍを２集落について計画をされております。これに

対する補助金でございます。次に２２０、２２１ページをお願いをいたします。事

業番号００９桂木山麓緑地自然公園管理経費、そして０１０八代ぬくもりの里管理

経費、そして０１１桂岩ふれあいセンター費でございます。この三つの施設の管理

経費をあげております。３施設の指定管理者による管理施設となっております。桂

木山麓につきましては、平成１９年から平成２１年の３年間、八代ぬくもりの里に

つきましては、平成２０年から平成２２年度までの３年間、そして桂岩ふれあいセ

ンターにつきましては、来年度平成２１年度から平成２３年までの３年間となって

おります。次に財源内訳でございますが、まず２１６ページをお願いいたします。

特定財源といたしまして、１億６，２２３万９，０００円をあげております。これ

につきましては、先程説明を申し上げました就農円滑化対策事業補助金５０万円、

それから需要に応える園芸産地構造改革推進事業補助金としまして３４３万３，０

００円それから、水田農業構造改革推進事業補助金といたしまして３，４６９万

９，０００円、中山間地域等直接支払交付金といたしまして１億１，８５１万２，

０００円、そして農業近代化資金利子補給金として１３２万３，０００円、米需給

調整総合対策事業補助金としまして１９３万６，０００円、それから農作物鳥獣被

害防止対策事業補助金として９６万６，０００円となっております。そして、財産

収入といたしまして２４４万９，０００円でございますが、これは美東にあります

原種農場用地貸付料１０８万等々、土地の貸付収入となっております。次に目の４

農地費でございます。２２０ページをお願いします。農地費につきましては、農業

生産基盤であります圃場やため池、農業用水の取水施設等の整備に係る事業費を、
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更に地域で農地や農業施設を保全する活動を支援する事業であります農地・水・環

境保全向上対策事業につきまして予算計上をしたところでございます。まず、新規

事業といたしまして、２２１ページの００２農地費経費の中でございますが、一番

下のところに単独県費土地改良調査事業負担金３５０万円がございます。これは、

伊佐町堀越の井手が迫ため池改修工事及び於福下の石入地区可動堰改修工事の調査

事業に対する県への負担金でございます。負担率は５０％となっているところでご

ざいます。次に２２３ページをお願いいたします。この一番上でございます。県営

農地防災事業負担金２４３万８，０００円でございます。これも新規事業として取

り組むものでございますが、伊佐町河原の受堤ため池の改修工事費を県営事業で行

うものでございまして、これも県に対する負担金でございます。負担率につきまし

ては、地元２％、市が１３％となっているところでございます。次に００３の団体

営農地防災事業５，４７９万４，０００円でございます。これにつきましては、平

成２０年度から今年度から取り組んでおります牛明奥ため池の改修工事、それと郷

の原地区可動堰改修工事にかかる事業費でございます。平成２０年２１年この２箇

年で整備することといたしております。これにかかる予算を計上したところでござ

います。次に００４単県農山漁村整備事業４８４万８，０００円でございます。こ

れにつきましては、新規事業でございます。秋芳危険ため池整備事業といたしまし

て、青景の早栗堤ため池の改修工事、そして水田高機能化対策事業としまして、伊

佐町堀越の堂下地区暗渠排水工事を新規事業として行うものでございます。早栗堤

ため池につきましては堤体を切開する工事でございます。堂下地区につきまして

は、延長５００ｍの暗渠排水工事を予定をしているところでございます。次に００

５県営中山間地域総合整備事業でございます。これにつきましては、平成１７年度

から５年事業として取り組んでいる事業でございまして、平成２１年度が最終の年

になります。事業内容といたしましては、岩ヶ河内の圃場整備、熊の倉地区の営農

飲雑用水の整備事業、それから赤地区の暗渠配水事業、それから中辺地区の獣害防

止柵設置事業、この４事業となっております。それぞれの事業費等々につきまして

は、予算の概要４８ページのほうへ掲載をしております。そちらの方を見ていただ

けたらと思います。よろしくお願いを申し上げます。次に００６元気な地域づく

り・プロジェクト支援交付金事業６，９６８万８，０００円でございます。美祢地

域の祖母ヶ河内地区と、秋芳地区の鍛冶屋地区の圃場整備におきます保管工事、そ

して祖母ヶ河内地区の獣害防止柵設置工事に係る事業を計上しているところでござ
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います。事業内容につきましては、祖母ヶ河内地区につきましては、平成１９年か

ら取り組んでいるところでございますが、来年度は保管工事といたしまして、厚狭

川に流れ込みます配水のボックスカルバートの設置工事、それから管事業となって

おります。それから獣害防止整備工事につきましては、延長１，０５０ｍを予定を

しております。次に鍛冶屋地区におきましては、これも圃場整備事業でございます

が、保管工事としまして暗渠配水工事を１１．７ヘクタール予定をしているところ

でございます。そして最後の保換地業務ということになっております。それから、

２２５ページの中程になります。農業経営高度化支援事業補助金９８６万８，００

０円でございます。新規事業として取り組むものでございます。これにつきまして

は、大嶺町西分の三光地区において取り組んできたものでございますが、基盤整備

実施地区におきまして、高度堤体、いわゆる認定農業者や集落営農組織でございま

すが、これを一つ以上結成し、農地を一定面以上集積した場合にその集積率に応じ

て交付金が交付されるものでございます。三光地区におきましては、農地組合法人

三光が設立をされまして、地区面積の４８．５％が集積をされたとこでございま

す。この集積率に応じて交付金が交付されるものでございますが、総事業費２億

１，９３０万円の４．５％が交付されるものになっております。次に００７農地・

水・環境保全向上対策事業１，７２８万３，０００円でございます。ご承知のとお

り平成１９年度から始まりました農地や農業施設を保全する地域活動を支援する事

業でございますが、平成２０年度までは地域の共同活動に対する支援のみでござい

ました。しかし、来年度科学肥料や科学農薬の使用を原則５割以上低減し、環境保

全に取り組む地域の営農活動に対する支援というものがございます。これに１地区

新たに取り組むということで、この営農活動支援について、この予算額の中でござ

いますが、計上したところでございます。この予算につきましては、事業主体とい

いますか、これが県協議会が行っております県協議会に対する市の負担金、事業費

の４分の１になるわけでございますが、その４分の１を負担金として計上している

ところでございます。続きまして、農地費の特定財源でございます。２２０ページ

の方へお戻りをいただきたいと思います。県支出金としまして１億７５７万４，０

００円をあげております。これは県補助金１億６１７万４，０００円と県事業の委

託業務として、県委託金２５０万円でございます。県補助金につきましては、誠に

恐れ入りますが、１０７ページの方でございます。こちらのほうに農林費に係りま

す県補助金を掲載しておりますが、農業費補助金の説明欄中程に、元気な地域づく
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り交付金事業、それから農地防災事業、単県農山漁村整備事業、それから下から二

つ目でございますが、農地・水・環境保全向上活動推進交付金を掲げております。

この補助金併せまして１億６１７万４，０００円ということにあいなります。それ

から分担金及び負担金１，５６１万４，０００円でございますが、先程ご説明を申

し上げました各事業の地元負担金となります。次に目の５畜産業費に移らさせてい

ただきます。２２４、２２５ページをお願いをしたいと思います。畜産業費の使用

事業といたしましては、２２７ページをお願いをしたいと思います。説明欄事業番

号００２畜産基盤再編総合整備事業でございます。１億８，０７３万円でございま

す。これにつきましては、平成２０年度から美東地区と秋芳地区の畜産農家２戸が

取り組んでいるんでございますが、平成２１年度におきましては、畜舎や堆肥舎等

の建設、それから農機具の導入を行うものでございます。この事業に対する補助金

ということになっております。予算的にはこの事業の実施主体は山口県農林振興公

社が行っております。実施主体に対する補助金でございまして、この事業の補助率

は国が５０％、県が２０％、市が１０％となっております。農家負担は２０％とな

っておるところでございますが、予算的には、国・県・市の合わせた事業費に対し

て８０％の部分を予算計上しているところでございます。次の００３資源循環型肉

用牛経営育成対策事業８１万４，０００円でございます。新規事業でございます。

事業内容といたしましては堆肥の農地への還元、そして、飼料作物の作付を条件と

いたしまして牛の増頭に必要な畜舎の増設に対して助成をする単県事業でございま

す。畜産農家１戸が希望しております。９頭の増頭を目指して事業に取り組むもの

でございます。増頭分の畜舎を建設する為の補助金というものでございます。補助

費につきましては、県４分の１、市が４分の１となっております。残り４分の２に

つきましては、農家の負担金ということになっております。予算的には県と市を合

わせました４分の２を予算計上しているところでございます。林業費の上でござい

ますが、桂岩ふれあいセンター費につきましては、農業振興費のほうへ科目振り替

えをしており、そういうことでゼロということになっております。畜産業費の特定

財源、歳入の方の説明をもらしておりました。２２４ページのほうへお戻りいただ

けたらと思います。国庫支出金の欄で、県支出金１億６，４２１万６，０００円を

あげております。これにつきましては、先程説明しました畜産基盤再編総合整備事

業補助金といたしまして１億６，３８０万８，０００円、そして資源循環型肉用牛

経営育成対策事業補助金といたしまして４０万７，０００円をあげております。財
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産収入１９７万６，０００円でございますが、畜産試験場の用地貸付料として１９

７万６，０００円となっております。それでは林業費の方を説明させていただきま

す。２２６、２２７ページでございますが、もう１ページめくっていただきまし

て、２２９ページをお願いをしたいと思います。説明欄の事業番号００２秋吉台山

焼事業でございます。今年におきましては、去る２月１５日に新市によって第１回

目の山焼を予定とおり実施したところでございますが、この山焼に必要な経費を計

上をしております。主な内容としましては、防火帯の設置経費、そして山焼当日の

火入れに係る経費を計上しているところでございます。この事業費に対しまして、

二次補正によります交付金を充当をしているところでございます。財源内訳欄の４

７０万が可能交付金の充当になります。次の目の２林業振興費でございます。林業

振興費には、新規事業はございませんが、主要事業といたしまして、今年度同様有

害鳥獣対策に係るもの、そしてシカ被害防止対策事業、それから次のページの００

４森林整備地域活動支援交付金、００６多目的作業道開設事業、美しい山づくり事

業をあげているところでございます。２２９ページの有害鳥獣対策事業でございま

すが、有害鳥獣捕獲業務委託料といたしまして猟友会への捕獲業務の委託料１００

万円、それから有害鳥獣捕獲奨励事業補助金といたしまして、シカやイノシシの捕

獲に対する補助金といたしまして、５８９万６，０００円を計上しているところで

ございます。そして００３シカ被害防止対策事業でございますが、これにつきまし

ては、平成１７年から４年継続ということで平成２０年度まで予算計上をさせてい

ただいたところでございますが、今年度終わりましても一部未施行の部分が発生を

しております。この未実施箇所につきまして、シカ柵を設置するということで、延

長５，０００ｍの予算計上をしたとこでございます。００７美しい山づくり事業で

ございます。これは、昨年度から取り組みを開始したところでございます。竹林竹

の子生産の団地育成及び竹林の安定的な供給体制の確立をするということで始めた

ものです。こうすることで森林の整備を同時に図っていこうというものでございま

す。森林再生補助金につきまして５ヘクタール分を予算措置をしております。作業

路網開設補助金につきましては、延長１，２００ｍ分の補助金を予算措置をしたと

ころでございます。次に目３森林整備費でございます。この森林整備費には、森林

の整備に係る予算を計上したとこでございますが、まず、大変申し訳ございませ

ん。また、歳入をもらしておりました。恐れ入ります２２８ページをお願いをした

いと思います。財源内訳としまして、県支出金１，４４４万２，０００円を計上い
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たしております。内訳につきましては、シカ被害防止対策事業補助金としまして４

０５万円、それから作業路開設事業補助金としまして１００万円丁度。森林整備地

域活動支援交付金としまして９０９万２，０００円、それから竹林整備補助金とし

まして３０万円を計上しているところでございます。それから繰入金として１，４

６３万９，０００円をあげております。これにつきましては、有害鳥獣対策事業と

美しい山づくり事業にかかる経費に付きまして、二次補正に係る交付金を充当をし

たものでございます。２３０ページをお願いしたいと思います。目の３森林整備費

でございます。この予算には森林の整備に係る予算を計上をしたとこでございま

す。この中の００２流域公益保全林整備事業でございます。市有林の枝打ち、間

伐、除伐等に係る予算を計上したとこでございます。そして００３森林総合研究所

分収造林事業でございます。これは、旧森林開発公団でございます。今では森林総

合研究所に変わっておりますが、この研究所との分収造林の新整備に係る事業費を

計上しているところでございます。なお、この森林総合研究所分収造林事業につき

ましては、研究所が費用負担者でありますことから、その左のページのその他でご

ざいますが、諸収入といたしまして３，０４９万が受託事業収入として財源となる

ものでございます。財源内訳の中の県支出金につきまして９９８万６，０００円で

ございますが、これは市有林の造林事業の補助金でございます。そして、財産収入

１００万３，０００円をあげておりますが、市有林におきまして搬出間伐を計画を

しております。この間伐材の売上収入７０万円を見込んでいるところでございま

す。残りの３０万３，０００円につきましては、市有林の土地貸付収入となってい

るところでございます。目の４林道費につきましては、昨年と同じ内容での一般経

費を計上したとこでございます。長くなりましたが以上で農林費の説明を終わらせ

ていただきます。 

○委員長（徳並伍朗君） 説明が終わりました。それでは、質疑を行います。質疑は

ございませんか。はい、岩本委員。 

○委員（岩本明央君） ２１９ページの一番下にあります、農作物鳥獣被害防止対策

事業補助金、これ２集落あると今説明がありましたが、２集落の名前を聞かせてい

ただければと思っております。 

○委員長（徳並伍朗君） 中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） お答えをいたします。申し訳ございませ

ん。予算概要の４６ページをお願いをしたらと思います。今、私説明で２集落と申
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し上げましたが、４６ページの上から３段目でございます。鳶の巣・上市西集落に

おきましてフェンスの設置、それから徳坂・平原集落において電気柵の設置という

ことになっております。説明におきまして誤った説明をして申し訳ございません。 

○委員長（徳並伍朗君） その他、はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 森林整備費の件に関してなんですけれども、森林に関しては

目があんまり届かないわけですけど、実は私達の生活と非常に関係があるわけで

す。今、私も含めて実際、杉または檜等の花粉症で非常に皆さんも苦しんでおられ

る。私も非常に個人的にはひどい時には目が本当に痛くて、また咳は出るし、鼻水

は出る、そういった方もたくさんおられる。そういうことで特に杉の今時分は非常

に花粉が飛ぶと、そういうことでこの森林のこういった整備費の中に今、杉とかま

た檜等の花粉が発生しないようなそういった森林の植え付け等を、そういった特に

市有林ですかね、そういったことに関してそういった事業費がこういった森林と整

備費の中に入ってるかどうか、その辺をちょっとお尋ねしたいなと。 

○委員長（徳並伍朗君） 中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） お答えをいたします。杉花粉が発生しない

ような植え付けというご質問でございますが、この辺りでのメカリズムにつきまし

ては、承知をしておりません。今、市有林につきまして、わずかながら新植という

施業を行っております。ほとんどと言っていいほど、間伐枝打ち等のすでに植栽を

しました山林の保育施業という部分で行っております。この杉花粉につきましては

戦後の造林熱と言いますか、将来の財産形成を見越して３０年代、４０年代に植林

をされた杉、檜等の花粉が今の大きな花粉症の大きな原因となっているということ

だろうと思います。そういうことで、今から２０年、３０年前につきましては今ほ

ど杉も成長していなかったということで、杉花粉が飛ぶということも少なかったん

だろうと思います。お答えになるかどうか分かりませんが、これを間伐等を行うこ

とで森林整備をすることで、この杉花粉がどのようになるかお答えになりません

が、そのような状況をこの目で見てみたいというふうなことも思っておるとこでご

ざいます。来年度につきましては、一応新植の予定は今もっておりません。すでに

植えた山林の整備に重点をおこうという考えでございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） そういうことで、枝打ち等でそういう対策も併せて森林整備

をやるから大丈夫というわけじゃないんでしょうけれども、いずれにしても都心部
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ではそういうことを行って、花粉がはっせいしない。そういう植付け等も行われて

いるようであります。特に私も市民相談で会った中で聞いたんですけれども、来福

台に実際自分が家を建てて住もうと思ったけれども、実際皆さんも見られてご存知

のように、その周辺で非常に杉の木が本当に多く植木されてまして、そういった面

では非常に花粉症の方はそれで辞退されたっていうことも聞いております。どう

か、特に来福台等、そういった市有林等ありましたならば、今後しっかりと花粉の

発生しない檜、杉の木を植えられるそういった新規事業も今後緩和されながら、対

応の方を今後こういった森林整備費に盛り込んでいただきたいことをご要望しまし

て以上で終わります。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、河本委員。 

○委員（河本芳久君） 農業に関わる新年度予算について、私なりの意見とそれから

質問を２点ばかりします。農業に関わる予算では総額料約９億６，０００万円で、

その大半の支出は土地改良に関わる、基盤整備に関わる助成、そして集落配水、こ

の二つを併せて約３億５，０００万円程度は出ておる。一番肝心な農業の振興に関

わる総予算が２億３，６００万円ぐらいですが、この２億３，６００万円のいわゆ

る歳入内訳を見ますと３０％が一般財源で、７０％が県や国の助成事業になって

る。一番私が言いたいのは、肝心な農業振興に関わる本市の対応はやはり３０％で

対応しておるということ、もっと積極的な農業振興策について予算措置が出来ない

のだろうかどうか、その一つが例えばこの振興の中で特産品の栗や梨について、ソ

フト、ハードの面でいろいろ農業振興経費が計上されております。園芸産地構造改

善推進事業のこれらの経費は県やＪＡがそれぞれ負担区分して、市独自はこれに対

して関わりを持ってないということ、また水田農業構造改善事業３，４００万円ぐ

らいありますけれども、これも県やいわゆる農家の２分の１と県の２分の１という

市独自の対応がこういった面が表れてない、いわば農業振興に関わって本市の姿勢

が見えてこない。このことについて、どのように考えるか、特に耕作放棄に対する

市独自の対応とか、また担い手に対する特定農業団体とか法人に対する支援策、そ

ういう担い手対策の具体的な姿が予算措置上見えてきてない。聞くところによる

と、こういう構造改造に関わる事業は特定農業団体も対象と言いながら、２１年度

事業からは、法人のみに絞り込むというような話も聞かれておる。そうするとこの

事業等を見ましても、市独自の対応について、どのように考えられておるか、今の

ようにせっかく特定団体も応募し、そして担い手を育成しようとしたそういう心意
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気が阻害される、この辺についてまず一点目はＪＡや県に依存するんじゃなくて、

特産品の開発、支援特に秋芳の長寿梨についてはブランド力、これをもっと高めて

いくためには、特別支援が必要ではないかというのを私は一般質問でやりました。

そういう農協や県にその支援を一任して、市独自で対応が予算措置の中にないのは

どういうことか、そして今のような構造改善に関わる県の対応は変わってくるそう

すると市はそういう予算措置は付けないのだろうか、いわゆる７０％を国や県に依

存しておる、もっと５０％ぐらい農業振興のために一般財源を使うことが出来ない

だろうか、そういうことで２点をお尋ねいたします。 

○委員長（徳並伍朗君） 中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） 河本委員のご質問にお答えをしたいと思い

ますが、一つはそれぞれの産地振興事業なり、取り組んでいる予算の中に市の独自

財源が入っていないということで、美祢市の農業に対する姿勢が見えないというこ

とで、これに対する二つ目でございました。ご指摘のとおり単独市費を投入しての

補助事業の予算にはなってないとこでございます。正直なところ財源が許せばまだ

まだこの市費も投入をしながら今、委員ご質問の園芸産地の振興策、それから水田

農業構造改革としての機械の導入への補助金そういうものに投入をしていきたい。

そして担い手を育成していきたいというふうに考えているとこでございますが、財

源の関係で、国・県の対象となる事業については、国・県の方にお願いをし、財源

を美祢市に持ってくるというところはしているとこでございます。これに対する一

般財源等につきましては、すべて私の責任になるんでございますが、河本委員のお

尋ねに対してちゃんとした回答が出来ないとこでございます。それから特定農業団

体が水田農業構造改革推進事業補助金の対象から外れたというご質問でございまし

た。これについてどのように考えるかということでございましたが、これにつきま

しては１週間前に県のほうから今この県の事業に対する考え方について農業部のほ

うから聞いたところでございます。県におきましても新聞やテレビ報道でありまし

たように６００億を超える財源不足ということで、農業費関係につきましてもかな

りのメスを入れたように聞いております。この事業につきましても、先程も言いま

したように１週間前に特定農業団体については、１年以内に法人を設立するという

条件を基に特定農業団体の対象にしようと特定農業団体におきましては経営安定対

策、今では水道農業経営対策事業でございますが、特定農業団体設立後５年以内に

法人を設立するということで取り組んでおられてると思います。これを機会に特定
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農業団体におかれましても、特定農業法人の設立をお考えをいただけたらというふ

うに考えているところでございます。お答えにならずに申し訳ございません。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、河本委員。 

○委員（河本芳久君） 市長がおられないので、市長の本市の農政に対する姿勢を伺

うことが出来ませんけれども、今構造改善に係って県は５年を目安に法人化に向け

て頑張って下さいとそういう目標をそれぞれの特定農業団体は法人化に向けて努力

して５年間一つ最後には法人になって下さいと、今年は３年目、２１年は３年目で

す。しかし、当初のそういう支援策や３年目にしてすでに県は財源不足ということ

で方針を転換しておる。市はこれに対して県がそのように言うからしょうがないと

いうことになると、益々農政に対する不信っていうか減反をし、しかもどのように

国策に沿って頑張ってきたけれども、財源がないから後は農家の努力に任せると、

こうやったんじゃあ後継者育成なり、農業振興には少し冷たいんじゃなかろうかと

こんな気がして、これを今ここでどうこう課長さんに申してもしょうがないんです

が、一つは市の姿勢をしっかり示してほしいと、ましてや特産品のいわゆるブラン

ド力を高める為の市独自の対応についても財源がないとやはりそれで農政は終わり

ですと言われれば、これは中山間地のこの中核産業は農業です。この農業が元気に

なるかどうかが本市の活力あるまちづくりにつながっていくんです。そういう面か

らして今一歩農政に対する姿勢をはっきりさせていただきたい、しかも３億５，０

００万円まで農政にかなり入れておるということは、これは土地改良を今までやっ

た、いわゆる返済金の一部を負担してあげよう、集落排水という都市下水が出来な

いから集落排水ということで対応したそういう、どうしても必要な経費としてかな

りの額が支出されておりますが、本当の農業の振興に役立つ事業、新規事業または

県の対応に対する保管的な財政支援、それが２１年度農業に関る予算が見えてこな

いのが少し残念です。これだけは申しておきますよ、説明はいりません。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 合併で市有林がいっぱい増えて、さっき花粉症の話が出たけ

ど杉、檜とかいろいろある中に市有林で財産、山の中の美祢市の財産、今杉、檜も

それなりに外国産より国内産がある程度値が上がってきよるでしょう昔美祢市が２

９年で合併した時に赤字転落した時に山の木を大量に売って収入を得たという歴史

があるんですが、今の合併を含めて美祢市と旧秋芳の収入を見て、山の木を切って

売って収入にすることっちゅうのは検討されたことはありますか。 
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○委員長（徳並伍朗君） 中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） 南口委員のご質問にお答えをいたします。

市有林を処分しての市有林の検討というご質問と思いますが、今美祢、美東、秋芳

３地域の市有林・町有林を持ち寄っておりますが、この３地域で今一番林齢の高い

地域は美東でございます。美祢市におきましては、枝打ちをする林齢３５年生以下

の林齢がほとんどといって過言ではございません。次に秋芳は若干高い林齢になっ

ております。美東につきまして４０年以上の林令が５割は超えていると、推測で申

し上げて大変申し訳ございませんが、そのように理解をしております。市有林の位

置につきましてほとんど中腹から上の位置にございます。市有林につきまして数字

的なものを調査はしておりませんが、保安林が大過半を占めております。（発言す

る者あり）売る山はございます。（発言する者あり）それを説明しようかなと思っ

たとこでございます。（発言する者あり）売れる所はございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 南口委員さんいいですか、売れる所はあるって。 

○委員（南口彰夫君） 例えば森林組合じゃなんじゃろうが、美祢のいろんな業者が

売って、美祢市はわずかしか入らんが、それが一つの仕事として提供出来るぐらい

のものがあるなら売ったんがええんじゃない。いろいろな業者が参入出来て。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） 皆伐につきましては、委員ご承知のとおり

保安林でございますから、後再造林、植栽の義務が生じてまいります。ですから私

どもが考えますのは皆伐じゃなくて間伐、収入間伐をやっていこうというふうに考

えております。そういうことで美東におきまして１９年、２０年と搬出間伐を行っ

てまいりました。搬出間伐を行うにあたっては、やはりそこへの道が必要である

と、林道なり作業道のものがないと搬出経費に多額の費用がかかりますので間伐も

言い方は悪いですが、銭にならないというような形になります。そういうことで美

東の東山には公益林道の大田東山線が市有林の中を縦断しております。この林道を

活用して搬出間伐等を進めていったらというふうに考えておるとこでございます。

これにつきまして森林組合等とも森林情報を豊富に持っておりますので、森林組合

とも協議をしながら実施箇所等を検討をしていきたいと考えております。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、安冨委員。 

○委員（安冨法明君） ５時になるんですが、続けられますか。それによって話がな

ごうなったりするから、２点ほどお伺いをします。２１９ページ農業振興費の中山

間地域直接支払事業、制度なんですが、平成２１年度で５年の時限措置があります
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ので、終わるわけなんですが、簡単にお伺いをします。その次がどういうふうな見

通しになっておるのかということ、それからその下の農業近代化資金利子補給金っ

ていうのがあります。これは、１１ページからに債務負担行為で１７万８，０００

円か１０年ぐらいで出ております。記載されておるんですが、お伺いをしたいこと

は、条例に基づいておるわけなんですが、農業近代化資金の利子補給制度っていう

のが、今現在意味があるんかどうかっちゅうことなんです。先程からいろいろ農業

振興についてのお話が出ておるんですが、現在奥の方からも水田は荒れてきており

ます。県は耕作の放棄地の対策を今年からやったかな、やるっていうふうな報道も

されておるんですが、基本的には法人化せよ組織化せよとこういうことです。それ

にあたっては機械とか組織的な管理に対しての補助をしましょうっていうことなん

ですが、体制はそっちにいってるのはよく分かるんです。分かりますが、この広い

美祢地域ですべてのところに法人化、組織化出来ればそりゃあもうそれにこしたこ

とはないんです。そういうことはまずありません。半分も出来はしません。課長が

一番よう知っておられると思うんですが、そうした時にこういうふうに従来型の従

来からの制度をもってある程度救っていくっていうか、対策を講じていかんのじゃ

ないかと、何でこれだけ、たった７万円ですよね１年間の利子補給はこの美祢地域

で、ですからこれは制度として現状は皆が利用かってが悪いっていいますか、ない

んじゃろうと思っておるんですが、その２点についてどういうふうに考えておられ

るかお伺いをします。 

○委員長（徳並伍朗君） 中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） お答えをいたします。まず、最初の中山間

直支の時期対策の見通しっていうご質問と思いますが、これにつきまして、詳しい

情報等流れておりません。県におきまして、各市町と県によりますプロジェクト会

議と言いますか、そういうものを構成をし、山口県の市町の要望を吸い上げて県の

要望として国の方へ存続といいますか、制度の内容は別にしまして、制度の存続と

いうことで要望をしているという段階でございます。これに対する県の意向等につ

いてまだ情報が流れてきてないという状況でございます。次に近代化資金のことで

ございます。確かに予算的には利子補給額が７万円ということになっておりまし

て、予算計上しております利子補給額につきましては、すでに借入れがされた過去

において借入れがされた資金に対する利子補給でございます。正直申し上げまして

ここ最近農業近代化資金の借入れというものはございません。農業近代化資金とも
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う一つその二つ下にありますが、農業経営基盤強化資金利子補給資金がございま

す。この農業経営基盤強化資金につきましては、認定農業者においてこの資金が活

用出来るというものでございます。農業近代化資金につきましては、認定農業者も

借りられますが、個人の農業者においても資金が借りることが出来る制度でござい

ます。最近の傾向といたしまして、認定農業者の方の資金の活用が多くなっている

という状況でございます。債務負担行為の方につきましては、そうは申しましても

新規に申し込みがあった場合に対応が出来ないということで家庭の数字借入額５０

０万円を想定をして１１年間の限度額をお願いをしているところでございます。以

上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 中山間直接支払いのほうなんですが、結局２１年度で終わる

のに今頃何の音沙汰もないっていうのはだいたいおかしな話だろうというふうに思

います。こういうふうな制度的な制度事業が私一番残念に思うのが国の事業は長続

きしないっていうか、その例えば時限立法で５年間で一応制度を見直しましょうっ

ていうのは分かるんですが、悪いことではないと思うんですが、５年経って中山間

地が平たくなるわけじゃないんですよね。ですからやる以上はやはり長期的に中山

間地をどうするかっていうふうな長い目でやっぱり制度として見てもらわないと、

後１年で終わるのに次はどうなるかってどうせ言われはすまあのうっていう話は皆

してるんじゃないかと思うんですよね。ですから今何て言いますか景観対策も含め

て奥の方から荒れてくるわけなんですが、それをどねえ守るかっていうふうなこと

は大きな課題になってる現状からするとやっぱり市としても県の返事が来ないって

いうのを待ってるんじゃなしに、積極的にお願いをするっていいますか、取り組ん

でいかんにゃあいけんのやろうと、お金はかかりますけど、そういうことを思いま

す。２１年度になるわけですから、是非ともそういうふうな方針でお願いをしたい

というふうに思います。そして、利子補給の件なんですが、法人化をなるべくして

下さいよと言って制度をそっちの方に優遇措置を取って誘導をするっていうのはよ

く分かります。おそらくそのようなことにはさっきも言ったようにならないだろう

と思います。ですから承認農業者とか認定農業者も含めてある程度幅広いもう少し

ハードルを下げてやらんとダメなんだろうというふうに思うんです。一番申し上げ

たいことは結局制度として条例を作ってこういうふうな利子補給を設けても、結局

使い勝手が悪いというかどうぞ使って下さい、農業の振興、第一産業の振興にとい
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うふうな制度になっちょらんそですね、何かお上がすることは制約が多すぎる、難

しい過ぎるんです。わずかなお金を借りる割にはあれ出せ、これ出せって文章も多

いですし、そういうふうなところも含めて、やはり気力の面でなかなか儲かる農業

というのは難しい以上は意気消沈しているようなものをどねえするかって、ほった

るしかないぞと言ってしまえば何もなくなります。ですからそういうふうなことも

含めてもう一度高額の投資を今の農業にさせるっていうのはなかなか難しいですか

ら、あるいは共同で買うよって何とかって、もう少し制度の説明をしながらやはり

もう人肌脱いで頑張って下さいよっていうぐらい、そういうふうな対策を報じない

といくらこの中山間地で農業を守ろうと言ってもなかなか難しいっていうふうに思

いますから、制度とか支給面とかもう一度検討されたら私はいいんじゃないかとい

うふうに思います。それだけ申し上げて終わります。 

○委員長（徳並伍朗君） 他にございませんか、はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） １点ほど質問をいたします。田邉委員さんが質問なさるだろ

うと待っておりましたけど、質問がないようでございますので有害対策事業費でご

ざいますが、大変地方のものは高齢化を含めて本当に困っております。対策はどう

にもならないということは、知って知り抜いての質問なんですけれども、概要４９

ページの林業振興費の００２のところで対策事業費として５８９万６，０００円上

がっています。シカの被害防止対策事業費として８１０万円上がっていますが、こ

の始めの方の対策事業とはどんな対策をする為の事業費なのかということをお伺い

したいと思います。 

○委員長（徳並伍朗君） 中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） 予算概要の４９ページに有害鳥獣対策事業

でよろしゅうございましょうか。（発言する者あり）どのような事業かというご質

問と思いますが、予算書の２２９ページをお願いできたらと思います。２２９ペー

ジの下でございます。００２有害鳥獣対策事業といたしまして、有害鳥獣捕獲業務

委託料、それと有害鳥獣捕獲奨励事業補助金ということであげております。捕獲業

務委託料につきましては猟友会のほうへの捕獲業務を委託する経費でございます。

猟友会につきまして美祢支部と美東、秋芳が一緒になりました美秋支部というもの

がございます。この２支部に対して捕獲業務を委託する経費でございます。そし

て、有害鳥獣捕獲奨励事業補助金でございますが、捕獲に対する補助ということ

で、シカ、イノシシ、サル、タヌキ、カラス、野ウサギに対して１頭当たりの補助
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単価を設定をいたしまして、その捕獲に対する捕獲頭数に対して補助金を交付する

ものでございます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） 布施委員。 

○委員（布施文子君） この対策にかけた費用の領収書を持って行けば市の方が何ら

かの補助が出るのではないかという質問を住民の方から受けたんですが、そのよう

なことがありますか。 

○委員長（徳並伍朗君） 中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） この捕獲に対する補助金でございますが、

捕獲は許可を受けて捕獲をすることが条件となります。ですから狩猟の免許、それ

から罠に対する免許を持った方に限られてまいります。そして、その領収書をとい

うことでございますが、領収に代わるイノシシであれば、しっぽでございますが、

サルについては耳でございます。それからカラスについては口ばしとか、その証拠

を持って捕獲頭数を確認するということになっております。（発言する者あり）領

収書というご質問でこの有害鳥獣対策ということで、捕獲処理事業補助金というこ

とで、今お答えを申し上げました。捕獲ではなくて今度は防御を要する立場でトタ

ンなりの現物支給というものを農地費の方で原材料支給で組んでおります。これに

つきましては、まず農林課のほうへご相談をいただきまして、予算の状況等々対比

をいたしまして、原材料支給ということになりますので、これを買ったから補助金

を交付して下さいというものではありません。ここでトタンであれば、何枚原材料

支給をしてもらえんじゃろうかというご相談をいただきまして、予算と対比をしな

がらその申請をされる方にご連絡を申し上げるという制度は農地の方にございま

す。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 分かりました。農林課のほうにご相談をして、そういう対象

になるかどうかという確認をしてからということでございますね、今の領収書等で

はないということでございますかね、確認でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） 農林課に持っております制度は、まずご相

談をいただきたいということでございます。領収書にこだわるわけではございませ

んが、農業共済組合におきましても同様な制度を持っております。防護柵のトタン

なり、そういうものに対する補助金制度も持っております。ですから、この領収書
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が市の制度に対するものなのか、共済組合の制度に対するものか、定かでございま

せんが、農業共済組合の方にも一度お確かめをいただくことも必要になろうかと思

います。 

○委員長（徳並伍朗君） その他、三好委員。（発言する者あり）きょう、農林費や

りますよ。もうこれで一応農林費やったら質疑が終わったらきょうは。もう明日は

やりません。明日はもう次の商工費をやりますので。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 先程河本委員さんと関連するんですが、県の補助金が県民の

暮らしを支える県内食料自給率の向上というのがあるんですが、これで県内食料自

給率を７０％以上達成するように目指しているのがあるので、こういうのも活動し

て活用していただきたいと、それから学校給食の県内産の食材の利用っていうのも

ありますので、加速化事業というのがありますので、これも十分活用していただき

たいということと、それから先に一般質問しましたが、林道の件ですけど予算が間

に合わなかったかどうか、林道の２３０ページの予算を見れば昨年のと同じという

ことなんですが、他の科目で林道の維持費が入っているのかと思うんですが、そこ

の点を聞きたいのと、それから農村婦人の家というのは、ちょっと私勉強不足でど

んな農村婦人の家が何人かということを聞きたいのでお願いいたします。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君） 三好委員のご質問にお答えいたします。県

の施策の中で自給率向上である県内自給率７０％これは生産ベースでございます

が、このような施策もある、これを活用されたらということでございますが、農林

課といたしましても、県の施策まだ２１年版は出ておりませんが、２０年度版の施

策内容等も掲載されたものを持っております。この中でどの事業が使えるか、そう

いうものを検討しながら事業に取り組んでおるとこでございます。次の林道の維持

補修件でございますが、１２月議会で一般質問をいただきました。委員がおっしゃ

いましたとおりこの１２月の質問での対応はこの当初予算では間に合わなかったと

いうことで、ご了解をいただきたいと思います。中山間地域それぞれ違った管理の

方法をして参ってきたところでございます。これを一つにまとめるとなかなか膨大

な事務量があると、今調査をする中でそのように感じております。これをどのよう

にするか、先程南口委員のご質問の中でも森林施業、林産活動において、林道・作

業道これは重要なものだというふうにお答えをしております。そういう意味からも

この林道の適正管理を行いながら森林整備を図っていきたいという私農林課長の立
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場で考えているところでございます。早い内に一つの方策を方向性を見出したいと

いうふうに考えているところでございます。それから、農村婦人の家でございます

が、これは厚保にあります施設でございます。農村婦人といいますか、この方がそ

の施設へ集まられて農産物の加工なり、料理実習等を地域の方が行っておられる施

設でございます。以上でございます。 

○委員長（徳並伍朗君） はい、他にありませんね、はい、田邉委員。 

○委員（田邉諄祐君） 布施先生が田邉何でおとなしいんだと言われましたけど、実

はサル対策に対しまして、中村課長さんにお願いをしまして、表面はなかなかおと

なしいんですけど、なかなか実行力がありまして、期待してますのでそういうこと

で、サルの対策として先だって、県の農林事務所、それから農協、それから猟友

会、それから市、根本的な対策をざっくばらんにいろいろ問題点をさらけ出しまし

て実行をするような打ち合わせをしました。農協もそれから県も市もなかなか積極

的に行動するようになってますので、今お願い中でありますので、ところが今まで

そういうサルを退治するのに関係者で話し合ったことはないんです。ところが今回

中村課長さんがお骨折りいただきまして、いかに実行出来るかということを期待し

てますので、そういうことで期待してますのでよろしゅうお願いします。以上で

す。 

○委員長（徳並伍朗君） 他にないようでございますので、質疑なしと認め、質疑を

終わります。これにて本日の審査を終了いたします。なお、本日審査をいたしまし

た一般会計予算の残余の部分につきまして、明日引き続き審査をいたします。それ

では明日３月１０日午前９時半より当委員会を開催いたしますので、よろしくお願

いをいたします。本日はこれにて散会いたします。ご審査、ご協力ありがとうござ

いました。お疲れ様でございました。 

    午後５時２３分散会 

 

 

 

 

 

 

 



－91－ 

 

   上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       平成２１年３月９日 

 

                 予算審査特別委員会 

                   委員長 


